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　ＪＡグループの組合員の高齢化に伴い、組合員農地の維持や資産等についてライフサイク
ルのステージに合わせた長期的・継続的な相続相談体制の整備が求められています。
　しかし、全国において生前の相続相談業務に取り組んでいるＪＡは、まだ限定的な状態に
あり、事業・資産承継等と次世代への対応が不十分な状況で相続が発生することで、組合員
減少と事業基盤の流出につながっています。
　現世代と次世代の組合員が安心して、イザっというときの相続に慌てないように備えると
ともに、地域の営農が継続されるようにＪＡグループの相続相談機能を強化します。そのた
めに全国４連では「ＪＡグループ相続相談あり方検討会」を組成して、ＪＡ・県域へのヒア
リングを通じて検討を深め、令和６年５月に「ＪＡグループ相続相談強化方針」を決定しま
した。
　本手引きが全国のＪＡグループの役職員の皆さんにご活用いただき、ＪＡが総合事業力を
発揮することで、次世代の家業継続と組合員の農地保全、その他を、確実に相続を実現して
いただけるようにする。これにより地域の営農が継続されるとともに、次世代組合員にも
ＪＡを利用していただくことで、ＪＡの経営基盤を維持・継続させるためのハンドブックと
なることを願っております。

「ＪＡグループ相続相談強化方針」
⃝  全ＪＡで相続相談の担当部署を明確化し、担当者・管理者を配置
⃝  地域実態に応じた相続支援を実施
⃝  県域・全国域が施策等の提供により支援し、ＪＡグループが一体になって相続相談の
   実践を行う
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●本書の特徴　
　この手引きは、JAの職員が農地・不動産を保有する組合員の皆さんの立場に立って、相続
相談を行うための相続全般の基礎知識と対策のポイントをまとめています。また、具体的な対
策については、「相続の前にできること」と「相続の後にやるべきこと」に分けて整理しています。
さらに、相続税がかからない人にも役立つ、必要な手続き等も掲載しています。

●組合員総相続税課税時代の到来
　平成27年の相続税改正から10年。相続税の基礎控除額は４割も減少しました。令和６年７
月に公表された直近の統計年報には前々年令和４年に亡くなった方の相続税申告のデータが掲
載されています。内容としては、相続の対象になった被相続人（亡くなった人）の数、課税割
合（亡くなった人全体に占める相続税が課税された人の割合）、課税価格の総額、相続税を納
めた相続人の数、相続税の申告書を提出した相続人の数等の指標が過去最高を更新しています。
つまり、今まで相続税とは縁がないと思われていた組合員の方々も、相続税への備えが必要と
なっているのが現状です。
　また、最高税率の引き上げ等や、全国的に路線価が上昇している点も農地・不動産を所有す
る組合員の方々の多くに、影響が出る恐れがあります。

●相続はいつ起こるか分からない
　急に体調を崩し、遺産分割等の意思を伝えることができないまま亡くなることもあります。
また「争族」で家庭が不和になる事例も多く見聞きします。先祖から引き継いできた大事な財
産を保全・継承し円滑に子孫に引き継いでいくには、事前準備が重要です。

●組合員の特徴
　組合員の皆さんは、農地を所有しています。農地には相続税の納税猶予等の特例があります
が、限られた期間で手続きしなければ活用できません。場合によっては、農業や資産管理事業
承継の意思の確認も必要です。
　また、納税のために土地の売却が必要な場合もあります。しかし、土地の売却のためには測
量や隣地との境界の確定、行政への届出などが必要な場合もあり、予想以上に時間がかかるこ
とがあります。納税に向けては、様々な事前準備が必要になります。

相続の流れ

導　入
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8 相続の流れ

解説

解 説解説

死亡届
通　夜
葬　儀

必要な手続き必要な手続き

被相続人の死亡（相続開始）

初七日法要

香典返し

四十九日法要

10
ヶ
月
以
内

４
ヶ
月
以
内

３
ヶ
月
以
内

相続の放棄または限定承認

所得税の申告と納付

相続税の申告と納付

葬儀費用の領収書等の整理･保管

遺産や債務の調査

遺言書の有無の確認

相続人の確認

生産緑地の買取申し出の検討

農地の納税猶予の検討

遺産分割協議書の作成

遺産の名義変更

農地法３条の３届出

相続税申告書の作成

年金受給者死亡届は、年金事務所
（または役所）へ10日（国民年金
は14日）以内に年金証書を添え
て提出します。
死亡届は、７日以内に死亡診断書を
添付して市区町村長へ提出します。

調査により、相続の放棄をするか
どうかを決めます。

被相続人と相続人の戸籍謄本を
取り寄せます。

農地として農業を継続することが
要件となります。

相続人全員の実印と印鑑証明書が
必要となります。

不動産の相続登記や預貯金、有価
証券等の名義書き換えをします。

納税資金の準備、延納や物納など
も検討します。

相続により農地等を取得した者
は、遅滞なく農業委員会にその旨
を届ける必要があります。

被相続人の死亡した時の住所地の
税務署に申告、納税します。（延
納、物納の申請も同時です）

家庭裁判所に申述します。

公正証書遺言や法務局保管の自筆
証書遺言以外は、家庭裁判所で検
認を受けます。

申し出期限は特に定められていま
せんが、売却する場合は早めに申
し出を行う必要があります。

スケジュール表
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9相続の流れ

●相続税申告のための必要書類
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10 相続の流れ

●相続が起こったとき
内　　容 行うこと・

受け取るもの等 手続き先 期　　限 留意事項

① 死亡届 提出 市区町村役所 ７日以内 数枚コピーをとっておく
② 死体火葬許可申請 提出（申請） 市区町村役所 ７日以内

③ 通夜・告別式
通夜・葬儀・納骨等にかかった費用
の領収書（ない場合にはメモでも可）
を保管しておく

④ 世帯主の変更（※１） 提出 市区町村役所 14日以内
⑤ 国民健康保険の加入（※２） 市区町村役所 14日以内
⑥ 国民健康保険

被保険者証の返却
市区町村役所、勤
務先、または健康
保険組合等

14日以内
⑦ 後期高齢者医療保険 14日以内
⑧ 健康保険 ５日以内
⑨ 介護保険 14日以内

⑩ 年金受給者死亡届 提出 年金事務所または
市区町村役所

国民年金：14日以内
厚生年金：10日以内

⑪ 自筆証書遺言
秘密証書遺言 検認 家庭裁判所 すみやかに 自筆証書遺言のうち法務局への保管

制度を利用している場合は検認不要
⑫ 公正証書遺言 検認不要

⑬ 相続人調査
被相続人の出生か
ら死亡までの戸籍
謄本

市町村役所　　　 すみやかに
広域交付制度により最寄りの役所で
取得可能。一部未対応の戸籍あり。
その場合には本籍地の役所で取得

⑭ 法定相続情報一覧図 交付申請 法務局
被相続人の本籍地や最後の住所地、
申出人の住所地などの法務局で手続
きを行う

⑮ 預貯金・有価証券 残高証明の請求 各種金融機関 貸金庫・ネット銀行も忘れずに
⑯ 不動産 登記簿謄本の請求 法務局

⑰ 生命共済（保険） 死亡共済金（保険
金）の受取 ＪＡ、保険会社 約款による（原則３年

が多い）

⑱ 農地
生産緑地の買取申
し出の検討 市区町村役所 特になし 売却手続には時間がかかるため早め

にとりかかる必要あり
納税猶予の検討 農業を継続することが要件

⑲ 相続の放棄 家庭裁判所 相続開始を知った日か
ら３ヶ月以内 単独で手続き可能

⑳ 限定承認 家庭裁判所 相続開始を知った日か
ら３ヶ月以内 相続人全員の総意が必要

㉑ 所得税の申告・納付 準確定申告 税務署

相続開始を知った日か
ら４ヶ月以内（還付申
告の場合には５年以
内）

相続放棄した場合は不要。併せて消
費税の申告・納付が必要な場合あり

㉒ 相続税評価額の算出 遺産分割協議まで

㉓ 遺産分割協議 遺産分割協議書の
作成

（できるだけ）
相続税の申告期限まで 未分割の場合、適用できない規定あり

㉔ 遺言書による相続
相続人全員が合意すれば遺言の内容
と違う分割も可能。遺留分を侵害し
ていた場合には要注意

㉕ 預貯金・有価証券 名義変更・解約 各種金融機関

㉖ 不動産 相続登記 法務局
正当な理由なく相続登記の申請をし
なかった場合には、10万円以下の
過料（令和６年４月～）

㉗ 自動車の移転登録 名義変更 運輸支局
㉘ 農地法３条の３ 届出 農業委員会 遅滞なく

㉙ 相続税の申告・納付 税務署 相続開始を知った日の
翌日から10ヶ月以内
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11相続の流れ

〈その他〉
内　　容 手続き先 期　　限

老齢年金の未支給年金の請求（※３） 年金事務所等 ５年以内
遺族年金の請求 年金事務所等 ５年以内
国民健康保険の葬祭費の請求（※４） 市区町村役所 ２年以内
公共料金の名義・振替口座変更 各社の所轄営業所 すみやかに
電話加入権の名義変更 電話会社の窓口 すみやかに
クレジットカード、携帯電話の解約 契約会社 すみやかに
運転免許証の返却 警察署 すみやかに
パスポートの返却 旅券事務所 すみやかに
マイナンバーカードの返納 市区町村役場 遅滞なく

（※１）亡くなった方が住民票の世帯主だった場合。
（※２）亡くなった方が健康保険の加入者で遺族が被扶養者だった場合に、遺族が新規加入。
（※３）日本年金機構に個人番号（マイナンバー）が収録されている方は「受給権者死亡届（報告書）」の提出が原則不要。
（※４）健康保険の場合には「埋葬料」（手続き先は健康保険組合等）。

Ⅰ Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ
Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ Ⅱ

⇧

遺族が記入

⇧

医師が記入
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12 相続の流れ

●参考例
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13相続の流れ

●主な届出・申請書の提出期限（被相続人の事業を承継する場合）
ヶ

ヶ

ヶ

ヶ

ヶ
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●相続対策における遺産分割の重要性
　相続税がかからない場合でも、相続人が複数いるときには遺産をどう分けるかが決まら
ないために、相続人の間で争いになることがあります。相続を円滑に進めるためには、相
続税の負担の有無にかかわらず、遺産分割をスムーズに行うことが重要です。
　相続税は申告期限までに財産が未分割の場合でも、法定相続分で分割したものと仮定し
て申告します。
　実際に分割した訳ではなく、仮定による申告ですが納税は実際に行う必要があります。
　また、未分割状態の申告では以下の規定は適用できません。

〈未分割では適用できない規定の例〉
・配偶者の税額軽減　・小規模宅地等の減額特例　・農地の納税猶予
　ただし、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の減額特例は、「分割見込書」を申告期限まで
に提出していて、相続税の申告期限から３年以内に分割が確定した場合には適用可能です。
しかし農地の納税猶予については、申告期限内に分割が確定していなければ、たとえ申告
期限から３年以内に分割が確定した場合でも適用できません。

●生命共済の活用
　生命共済の活用方法としては、第一に遺族への生活保障です。さらにそれだけではなく、
次のような特徴があることから相続対策に活用できます。

相続の前と後

相続の前にできること

生
命
共
済
を
活
用
し
た
相
続
対
策

～遺産分割対策～
▶死亡共済金の受取人を予め指定できる
　「遺言書」と同じような効果で、渡したい人に遺すことができます。死亡共済金は、受取人
固有の財産となるため、特段の事情がなければ、遺産分割協議の必要がなく共済金を取得で
きます。

～納税資金対策～
▶スムーズに現金化される
　相続人全員の書類を揃える等の面倒な手続きを経ずに、共済金受取りの手続きだけで共済
金が受け取れます。

～財産評価対策～
▶相続税の非課税枠を活用することができる
　死亡共済金の非課税枠（500万円×法定相続人の数）の活用により、相続税の課税価格を軽
減します。
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18 相続の前と後

〈死亡共済金の非課税枠の計算〉
非課税枠＝500万円×法定相続人の数

　・非課税金額は各相続人が取得した共済金の合計額か、非課税枠のいずれか低いほうが上
限となります。

　・法定相続人の数は、相続放棄がなかったとした場合の相続人の数です。
　・被相続人に養子がいる場合の、法定相続人の数に含めることのできる養子の数は、その

被相続人に実子がいる場合には１人、実子がいない場合には2人までとなります。

死亡共済金は本当に一人500万円まで非課税？－Column－－Column－
コラムコラム

　よく「相続時の死亡共済金は500万円まで非課税になる」という話を聞くと思います。では、父が亡
くなり、母・長女・次女が次の共済金を受け取った場合どうなるでしょう。

　非課税限度額は、500万円×３人で1,500万円です。しかし、①②③の共済金の合計額は、2,500
万円で限度額を超えています。この場合には以下の算式により各人の非課税限度額を計算します。

つまり三人の非課税限度額は以下の通りです。
母 …… 900万円　　長女 … 300万円　　次女 … 300万円
　長女・次女のように自分が受け取った死亡共済金が500万円以下でも、他の相続人が受け取っ
た死亡共済金の額によっては、非課税限度額が按分計算されるため500万円に満たなくなる場合も
あります。「500万円までは非課税」という覚え方は要注意です。

共済契約者（掛金負担者） 共済金額
①

②
③

父

父
父

被保険者
父

父
父

保険金受取人
母

長女
次女

1,500万円

500万円
500万円

その相続人が受け取った死亡共済金等の金額

すべての相続人が受け取った死亡共済金等の合計額
非課税限度額　×

　生命共済の契約形態の違いによる税金の種類
　　生命共済金を受け取ると、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。

共済契約者（掛金負担者） 被保険者 受取人 税の種類

Ａ Ａ Ｃ Ａのみなし相続財産として相続税の課税対象
（非課税枠あり）

Ｂ Ａ Ｃ ＢからＣへの贈与として贈与税の課税対象

Ｃ Ａ Ｃ Ｃの一時所得として所得税の課税対象



法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

農
地
関
連

相
続
税
の
計
算

法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

農
地
関
連

相
続
税
の
計
算

相
続
の
前
と
後

相
続
の
前
と
後

19相続の前と後

●相続財産完全防衛額の考え方

●相続財産完全防衛額表（相続財産を残すための生命共済金額）

〈生命共済による相続財産完全防衛額〉
　相続財産完全防衛額とは、相続税額と同額程度の生命共済に加入しておくことにより、
相続財産を取り崩すことなく相続税の一括納付に対応するための考え方です。
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20 相続の前と後

生存給付特則付一時払終身共済（平28.10）－Column－－Column－
コラムコラム

　生存給付特則付一時払終身共済（平28.10）は、終身共済に生存給付金を組み込んだ生命共済契約で
す。被共済者が生存中に生存給付金を受け取ることができ、また被共済者死亡時には死亡共済金を受
け取ることができます。生存給付金の受取人は契約者以外の人を指定することができるため、生前贈
与として活用されています。

　掛金負担者と生存給付金の受取人が異なるため、一般的には、その受取時に定期金給付契約に関す
る権利の受給権が贈与税の課税対象となるとも考えられます。つまり、将来の生存給付金を受け取る
権利を、一括して取得したと考えるということです。
　しかし生存給付金の取扱いについては、東京国税局の平成27年文書回答事例において、生存給付金
を受け取る都度、その受取人が生存給付金を掛金負担者から贈与により取得したとみなして、贈与税
の課税対象となると考えて差し支えない旨が明確化されています。これは、この給付金の支払事由が、
生存給付金支払期間中の毎年の共済年度満了時における被共済者の生存であること、および生存給付
金の支払事由発生の都度、生存給付金受取人を指定できることから、支払請求権は満了の都度発生す
ることになり、生存給付金受取人は毎年の共済年度満了時まで生存給付金についてなんら権利を有さ
ないこと、また、被共済者の死亡により生存給付金の支払事由が発生しなかった場合には、残存期間
の生存給付金は死亡共済金として死亡共済金の受取人に支払われることが根拠となっています。
　受け取った生存給付金は、相続時精算課税選択届出書を提出していれば相続時精算課税、そうでな
ければ暦年課税となります。どちらも毎年110万円の基礎控除があり、課税方法は贈与者ごとに選ぶ
ことができます。

金
掛
済
共
払
時
一

障
保
涯
生
一

死亡共済金

生存給付金100万円×10回

1,500万円
共済金額
500万円

生存給付金支払期間　10年

（毎年、100万円ずつ逓減）

お子さま
お孫さま など

（生存給付金受取人）

お亡くなりになった場合、次の①②の合計額を死亡共済金としてお受取りいただけます。
①共済金額と同額
②未支払の生存給付金に相当する額（「生存給付金の額×生存給付
金支払期間の残存期間※」により計算される額）

※死亡共済金の支払事由が発生した時から生存給付金支払期間の満了
時までの年数とし、1年未満の端数がある場合は切り上げます。

被共済者が生存給付金支払期間※中の毎年の共済年度の満了時に生存している場合、「共済金額
×20％」の額を生存給付金としてお受取りいただけます。
※契約日以後5年、10年、15年または20年のうち、契約時に共済契約者が指定した期間をいいます。

！

70歳ご加入 80歳

生存給付金として
毎年お受取り

ご自身以外を生存給付金受取人に指定する場合、指定する
生存給付金受取人に生存給付金のお受取りについて必ず事
前にご自身で説明し、了解を得ていただく必要があります。

贈与を受ける方（生存給付金受
取人）ごとに毎年、年間110万円
の贈与税の基礎控除があります。
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21相続の前と後

●遺言書の作り方
　満15歳以上で意思能力を有する者であれば、誰でも遺言書を作成することができます。遺言
書は遺言者の最後の意思表示です。しかし遺言の効力が生じるのは遺言者の死亡後であるため、
その解釈をめぐって疑問が生じたときに本人に確かめることはできません。そのため、遺言書
の作成には厳格な決まりがあり、その方式を満たさないと効力は認められません。

　遺言書の種類

●遺言の留意点

種　類 内　容 留意点

自筆証書遺言
遺言者が遺言のすべてを自筆で書く方
法。財産目録は自筆でなくとも可。基
本的に検認※が必要。

①署名や遺言文、日付を正確に自筆で行うこと（代筆、
録音、動画等は不可）。

②日付は必ず記入する。
③捺印が必要（認め印でも可だが実印が望ましい）。

公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、
作成してもらい遺言者、公証人、立会
人が署名する方法。検認は不要。

①立会の証人が 2 人以上必要。
②未成年者、将来相続人となる者、遺言により遺産を

受ける者は証人になれない。
③手数料※（P.22）がかかる。

秘密証書遺言

遺言を原則本人が書いた上で封入・封
印し、公証人に提出。公証役場に遺言
の存在のみを証明してもらう方法。検
認が必要。

①遺言文は第三者が書くことも許されている。
②遺言者自身が署名・捺印と封入・封印を行う。
③立会人は 2 人以上必要。
④手数料は 11,000 円。

※自筆証書遺言の保管制度について
　これまで自筆証書遺言は遺言者の自宅で保管されることが一般的であり、公的機関で保管される制度はありません

でした。改正法により「自筆証書遺言」について、法務局に保管される制度が創設され、令和２年７月10日以降
運用されています。

　これにより、自筆証書遺言のデメリットであった「形式不備（日付や署名・押印など）」や「紛失・偽造」等の可
能性が低くなります。また、この制度を利用している自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認は不要です。

遺言の効力は、自筆証書・秘密証書・
公正証書のどれでも同じ。一番安心な
のは、作成手数料がかかるが、公証人
が作成する公正証書遺言

安心なのは
公正証書

貯金の相続や売却予定の不動産で相続
人ごとの納税資金を確保しておくこと

納税資金の
確保

秘密証書遺言、公正証書遺言の証人に
は、未成年者、推定相続人（相続人と
なるのを推定されている人）、受遺者
及びその配偶者並びに直系血族などは
不可

証人に求め
られる条件

遺言の内容は、単純明快に。土地・建
物の記載は登記事項証明書を取り寄せ
たりして財産を特定できるように。不
動産の表示は住居表示ではなく登記事
項証明書のとおり記載すること

正確な
財産特定を

売却予定不動産に3,000万円控除など
の特例ができる可能性がある場合は、
共有で相続させるなどの税務上のメ
リットも考慮すること

相続後の
不動産売却

遺言書は書直しできるので、定期的に
財産の見直しの検討を。また、相続人
や遺言執行者が死亡するなどの状況に
対処すること

定期的に
チェック

遺言は目的をもって作成するもの。遺
言書があることはもちろん、遺言の内
容をある程度、相続人に明らかにして
おくこと

相続人への
明示

遺留分にも注意すること。遺留分を侵
害しても無効にはならないが、遺留分
侵害額請求が行われることがあること
も理解しておくこと

遺留分
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22 相続の前と後

●公正証書遺言の作成手数料

●法務局における自筆証書遺言の手数料
申請・請求者 申請・請求の種別 手数料

遺 言 者 遺言書の保管の申請 一件につき 3,900円

遺言者・関係相続人等 遺言書の閲覧の請求（モニター） 一回につき 1,400円

遺言者・関係相続人等 遺言書の閲覧の請求（原本） 一回につき 1,700円

関 係 相 続 人 等 遺言書情報証明書の交付請求 一通につき 1,400円

関 係 相 続 人 等 遺言書保管事実証明書の交付請求 一通につき    800円

遺言者・関係相続人等 申請書等・撤回書等の閲覧の請求
一の申請に関する申請書等または
一の撤回に関する撤回書等につき

　　　　　　　　　　1,700円
（注）遺言書の撤回および変更の届出については手数料はかからない。
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23相続の前と後

　遺言執行者
　　遺言執行者とは、遺言の内容通りに遺言を執行する人です。遺言執行者には、主たる後継

者を指定し、実際の業務は専門家に任せることもできます。    
　　指定する人がいない場合や、指定された人が辞退したときには、家庭裁判所に選任してもら

うことも可能ですが、できる限り遺言執行者は指定しておきましょう。また、遺言執行者を高
齢の人や遠方の人にすることは避けた方が無難です。

　  〈参考〉
　　第●条
　　遺言者は、この遺言の実現のために、遺言執行者として前記 長男 を指定する。
　　なお、遺言執行者は必要と認めたときは第三者にその任務を行わせることができる。

　遺留分
　　遺言によれば、法定相続分にかかわらず、財産を自由に分けることができます。「後取りであ

る長男にすべて相続させる」というような内容の遺言を書くこともできます。しかしこのよう
な遺言があっても、不服があれば一定額を取り戻すことのできる相続人の権利を遺留分といい
ます。

配偶者 子 1/2 1/2 1/4 1/4

配偶者 父母 2/3 1/3 1/3

1/6

配偶者 兄弟姉妹 3/4 1/4 1/2

配偶者 全部（1/1） 1/2

子 全部（1/1） 1/2

父母 全部（1/1） 1/3

兄弟姉妹 全部（1/1） なし

と

順位（組み合わせ） 法定相続分 遺留分

と

と

のみ

のみ

のみ

のみ

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼
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24 相続の前と後

　遺留分の請求　
　①　相続した財産が遺留分に満たない場合、その者は遺留分侵害額請求（令和元年７月１日以

後開始相続）により遺留分相当額を金銭で取り戻すことができます。
　②　令和元年６月30日以前の遺留分の取り戻し（遺留分減殺請求）は相続財産そのものを取り

戻すことでした。しかし、現在の遺留分侵害額請求は侵害額に相当する金銭の請求です。
　③　このため不動産などの相続財産で遺留分相当額が支払われた場合、税法上はその相続財産

を一度譲渡しその譲渡代金を相手方に渡したと考えるため、相続財産を渡した側に譲渡所得
が発生します。遺言を作成する場合にはこの点も考慮しておく必要があります。

　④　もちろん、遺留分を侵害している遺言であっても誰からも遺留分の請求がなされなければ、
遺言の通りの分割が行われることに問題はありません。

　⑤　遺留分を請求する権利は、相続の開始や遺留分を侵害されていることを知った日から１年
間、あるいは知らない場合でも相続開始日から10年を経過したときは時効により消滅します。

　遺留分の算定　
　　遺留分は以下の遺留分算定の基礎となる財産に各人の遺留分（P.23）を乗じて計算します。

なお、遺留分侵害額には、負担の順序が定められており、受遺者（遺贈）と受贈者（生前贈与）
があるときは受遺者が先に負担をすることになっています。

　〈遺留分算定の基礎となる財産〉

遺留分算定の
基礎となる財産 ＝ 相続開始時に有する財産

（遺贈財産を含む） ＋ 一定の生前贈与財産 － 債務

受贈者の区分 加算期間

原則
相続人 10 年間

相続人以外   1 年間

例
外

当事者の双方が遺留分権利者に損害を
与えることを知って行った贈与

期間制限
なし

➡（注）受取人が指定されてい
る死亡共済金等は原則
含まれません。

※令和元年７月１日以後相続開始があった場合の区分です。

　　民法では、配偶者、子（代襲相続人・養子を含む）または直系尊属である相続人について、
遺留分を認めています。兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、相続人が配偶者と兄
弟姉妹だけの場合に「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書があったときには、兄弟姉妹には
遺留分はありませんので全財産が妻のものになります。
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25相続の前と後

●生前贈与について
　贈与税は相続税の補完税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　相続税は、相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した人に課せられます。一方、贈与税は、

個人から贈与により財産を取得した人に課せられます。亡くなった人から財産を貰った時にか
かるのが相続税で、生きている人から財産をもらった時にかかるのが贈与税です。もし、贈与
税が存在しなかったら「生きているうちに財産全部子供にあげよう」となってしまいます。こ
れが ” 贈与税は相続税の補完税 ” と言われる理由です。

　　また、民法上「贈与は当事者の一一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定義されています。よって、贈与者
の一方的な意思表示だけでは贈与は成立しません。

　　例えば、親が子供に内緒で子供名義の口座（名義貯金）を開設し、その子供名義の口座に入
金しても贈与は成立しません。もらった方が納得し、自由に使うことができて初めて贈与が成
立します。名義貯金は親の（相続）財産です。名義貯金を何年前に開設したとしても贈与の除
訴期間（時効）が成立することはありません。

　　なお、贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の２種類があります。

贈与税 法人税所得税
（譲渡所得等）

所得税
（一時所得等）

贈与をする者
個人

贈与をする者
個人

贈与を受ける者
個人

贈与を受ける者
法人

法人 法人個人 法人

法人税

（注）個人から法人への資産の贈与は譲渡とみなされ、個人に
所得税が課せられます（所得税法第59条）。

未履行 履行

書面なし 取消可能

書面あり 取消不能

 ・贈与は口頭でも OK
 ・書面がない場合には未履行部分は契約を撤回できる
 ・履行部分は契約の撤回はできない
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26 相続の前と後

　こんな場合の贈与税の取扱いは？　　　　　　　　　　　　　　　

贈与等の種類 贈与内容 課税方法

共済金贈与
満期共済金や死亡共済金を取得した場合に、
その掛金を受取人以外が負担しているとき
は、贈与とみなされる

取得した共済金額が課税財産とされる
ただし、掛金に対する贈与であれば､ 取得
時には一時所得となる

定 期 金
( 生存給付金など )

受取人以外の者が掛金を負担した生存給付
金など 生存給付金受取りの都度、贈与税がかかる

低 額 譲 受
「時価に比べて非常に低い価格で土地を譲渡
する」というように、著しく低い価格で財
産を譲り受けること

その財産の時価と払った対価の額との差額
に相当する金額が贈与されたものとみなさ
れて、贈与税がかかる

債務免除益等 債務の免除や肩代わりなどがあった場合 その免除額などが贈与されたものとみなさ
れ贈与税がかかる

特定障害者の
信託受益権

特定障害者扶養信託契約に基づき取得した
信託受益権

特別障害者は6,000万円、その他の特定障
害者は3,000万円まで贈与税はかからない

香典・見舞金等
個人から受ける社交上必要と認められる香
典・見舞金等で社会通念上相当と認められ
るもの

贈与税はかからない

生活費・教育費
扶養義務者相互間において生活費又は教育
費のためにした贈与で通常必要と認められ
るもの

贈与税はかからない

離婚に伴う
財産分与

婚姻の取消や離婚による財産分与で財産を
無償でもらうこと

原則として贈与税はかからない
ただし、分与した側には譲渡所得として所
得税・住民税がかかる場合もある

法人からの贈与 個人が法人から贈与により取得した財産 贈与税はかからない
一時所得や給与所得等として所得税がかかる

土地の使用貸借 親の土地を無償で借りて子どもが家を建て
る場合

贈与税はかからない
ただし、将来相続が起こったときには、こ
の土地は「更地」として評価される

相続開始年の贈与 相続財産を取得した者が相続開始の年に被
相続人から贈与を受けた財産

贈与税はかからない
相続税の対象となる

死因贈与 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与

死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準
用され、相続税の対象となる
ただし、準用されるのは効力に関する規定
である
遺贈は受遺者の承諾は不要であるが、死因
贈与は受贈者の承諾が必要である
( 不動産の死因贈与による取得は贈与と同
様、不動産取得税が課せられる )
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27相続の前と後

贈与の対象財産は、特に値上がりの見込まれる財産があれば、その財産から優先的に行うこと。特に優先
順位がない場合には、小口に分割でき贈与のための費用も少なくて済む現金、貯金等から行うこと。

贈与する財産の種類や金額、贈与時期は、なるべく毎年変更すべき。毎年、現金を一定期間、同時期に同
額を贈与するような契約は定期の贈与とみなされ、一括して贈与税が課せられるおそれがある。

贈与契約書は、作成義務はないが、当事者の意思確認や証拠資料として残すためにも作成すべき。氏名は
自筆すること。贈与日が問題になることもあるので、公証役場で確定日付を取っておくのが望ましい。

暦年課税の場合、相続または遺贈により財産を取得した者が、その被相続人から相続開始前３年（～７年）
以内に受けた贈与は、相続税の課税（生前贈与加算の適用）対象になることにも留意する。

基礎控除の枠を超える贈与をして、少しでも納税を行うことは、税務署側に贈与の事実を認識してもらう
ためにも有効な手段である。

贈与の実行に際しては、自己の口座から相手の口座（使用中のもの）に振り込む等して贈与の事実を明確
にするように心掛けること。また、受贈者は、自己の通帳および印鑑を必ず自己管理すること。

贈与対象者を子ではなく孫にすれば、相続税の課税を一度免れることができる。また、資力のない子供や
孫に対して不動産を贈与する場合は、諸費用（登記費用や税金相当額等）分も贈与しておく必要がある。

受贈者が子などの場合、最低でも贈与を受けることが認識できるだけの年齢であること。一般的には、
10歳前後であればその程度の判断能力があるとされるが、受贈者本人が「贈与があったことをまったく知
らなかった」というようなことは絶対に避けること。

対象財産の
優先順位

贈与時期等は
毎年変更

贈与契約書の
作成

早めの実行が
重要

贈与の証拠は
納税で

受贈財産は
自己管理

子供や孫への
贈与

贈与の
認識能力

7

生前贈与のポイント

贈与契約書［参考例］
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28 相続の前と後

●暦年課税贈与
　　暦年課税による贈与は原則的な課税方式で、その年１月１日から12月31日までの１年間に

贈与を受けた財産の合計額を課税価格として計算します。

贈与税額　＝ － ×
1/1 ～ 12/31 ま で に 
贈与を受けた財産の合
計額※ 1

基礎控除額
110 万円 累進税率 － 控除額

※１　同じ年に２人以上の者から贈与を受けた場合にも合算する
※２　特例税率と一般税率の２種類の速算表がある

　　毎年贈与を行ったとしても、１年間の贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかかりませ
ん。単年の贈与では資産を減少させる効果はそれほど大きくありませんが、長い期間積み重ね
ることにより多くの財産を生前に移転することができ、将来の相続税負担を抑えることが期待
できます。

　〈贈与税の申告・納付〉

　〈贈与税の除斥期間〉
　　除斥期間とは、国税局や税務署が課税処分を行える期間のことです。一般的には「時効」と

言われます。

　〈贈与税の速算表〉
　　その年１月１日において18歳以上の者が、直系尊属（父母や祖父母）から受けた場合の贈与

には特例税率が適用され、それ以外の贈与の場合には一般税率が適用されます。

申告・納付する人 贈与により財産を取得した個人（受贈者）

申告書の提出先 贈与を受けた者の住所地の所轄税務署

申告期限 贈与を受けた年の翌年 2/1 ～ 3/15 まで

納期限 同上

通常の場合
6年

納付税額を減少させる更正等

偽り・不正行為などの場合 7年
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29相続の前と後

　〈生前贈与の加算期間〉　　　　　　　　　　　　　　　
　　暦年課税の場合、従来から相続又は遺贈により財産を取得した者は、被相続人からの生前贈

与財産のうち相続開始前３年以内のものを相続財産に加算する必要がありました。令和６年１
月１日以後の贈与については、この相続財産に加算される期間が相続発生前３年以内から７年
以内に延長されました。加算期間は徐々に延びていくイメージで、令和13年から７年間のフル
加算になります。

　　なお、相続又は遺贈により財産を取得していない者は、この加算の対象外です。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

R6
1/1

10/1 10/1

10/1 10/1

10/1

10/1 10/110/1

10/1

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

相続開始前３年内
延長される４年 

－
適用期間 加算額

令和６年１月１日以後の贈与分から Ｂの贈与額－100万円
Ａの贈与額すべて

　確実な贈与を行うために　　　　　　　　　　　　　　　
　　毎年贈与を行ったとしても、一年間の贈与金額が110万円以下であれば贈与税はかかりませ

ん。110万円を超える贈与でも、110万円基礎控除後の課税価格で200万円までの贈与税率は
10％です。比較的少額な金額の贈与を複数年積み重ねることにより、結果的に多くの財産をあ
らかじめ移転することができ、相続税の税負担を軽減させる可能性があります。

　　しかし、贈与の成立をめぐる税務上のトラブルは少なくありません。次のような方法により、
贈与の「客観的な証拠」を残しておきましょう。

・贈与契約書を作成する（ひな形 P.27）。公証役場で確定日付※ を取るとなお良い。
・受贈者名義の口座をあらかじめ作成し、その管理も受贈者が行う。
・貯金通帳の印鑑は、必ず贈与者と受贈者とで異なるものを使用する。
・贈与税を申告・納付する。

※確定日付とは、文字通り日付を証明するもので、公証役場で付与されます（手数料１通700円）。ただし、
作成者の署名や記名押印、作成年月日が欠けている場合には、確定日付が付与されない場合があります。
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特例贈与（18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合） 実効税率＝贈与税額÷贈与金額
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一般贈与（特例贈与以外の場合） 実効税率＝贈与税額÷贈与金額
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32 相続の前と後

●相続時精算課税制度
　贈与税の原則は暦年課税ですが、贈与者が60歳以上の父母や祖父母、受贈者が18歳以上の
子や孫であること等の要件を満たす場合、相続時精算課税を選択することができます。相続時
精算課税を選択すると2,500万円の特別控除枠が与えられ、基礎控除後の贈与金額が特別控除
枠を超えるまでは贈与税がかかりません。特別控除枠を超えた部分には一律20％の税率で贈与
税がかかります。基礎控除後の贈与金額や課せられた贈与税はすべて相続時に精算されます。
　相続時精算課税は贈与者ごとに選択できますが、一度選択すると撤回することができません。
選択するかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

適用対象者
 贈与者 贈与をした年の１月１日において60歳以上であること。

 受贈者 贈与を受けた年の１月１日において18歳以上であること。贈与者の子や孫。

手続き

・この制度を選択しようとする最初の年の翌年２月１日から３月15日までの間に「相続時精算課税
選択届出書」を添付して、贈与税の確定申告をすること。

・その後の年において、同じ贈与者から年110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税の申告
を期限内に行うこと。

贈与税額の計算 特別控除枠：贈与者１人につき2,500万円
税率：特別控除枠を超えた部分に対し一律20％

相続税額の計算

・贈与者の相続時に、過去に受けたすべての贈与財産（令和６年以降の贈与財産は年110万円の基
礎控除を超える部分）を相続財産に加算して相続税を計算する。

・加算する金額は贈与時の評価額。
・過去に支払った贈与税額がある場合には、相続税額から控除され、控除しきれない場合には還付

される。

制度選択の撤回 一度選択すると撤回できないため、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻ることはできない。

　相続時精算課税の改正 相続時精算課税

改正前（令和５年まで） 現行（令和６年以降）

贈与者 60歳※以上の者（住宅取得等資金贈与は年齢制限なし）

受贈者 18歳※以上の子や孫

贈
与
時

特別控除枠 生涯累計額2,500万円 左記に加え基礎控除110万円 / 年

税額計算 累計2,500万円を超える部分に
一律20％課税

毎年110万円控除後の金額の累計額で2,500
万円を超える部分に一律20% 課税

贈与税の
申告要否

都度の申告が必要、ただし贈与額が
０円の場合は不要

同左、ただし贈与額が年110万円以下の場合
は不要

相
続
時

贈与済み財産の
取扱い

相続時精算課税適用後、すべての贈与
財産を加算する

同左、ただし申告不要の年110万円以下の
贈与財産を除き加算する

評価額 贈与時の評価額 贈与時の評価額、ただし土地・建物が災害に
より被害を受けた場合は再計算

そ
の
他

・相続時精算課税を選択後、暦年贈与に戻ることはできない

・贈与者が異なる場合には「相続時精算課税の基礎控除110万円」と「暦年贈与の基礎控除110万円」は併
用可能

※年齢は贈与の年の１月１日時点
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33相続の前と後

　令和６年１月１日以後の贈与について、以下の通り改正が行われています。
　最大のポイントは、相続時精算課税にも基礎控除110万円が創設され、さらにその基礎控除
額以下の贈与は申告不要かつ相続財産への加算も不要である点です。

  具体例（その１）

  具体例（その２）
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34 相続の前と後

●贈与の特例
贈与税の配偶者控除　　　　　　　　　　　　　　　

　　婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産などを贈与する場合、基礎控除額110万円
の他に最高2,000万円の特別控除があります。以下、適用要件です。

　　この特例は、居住用不動産を購入するための現金でも受けられますが、一般的には現金より
も土地等や建物の不動産で贈与する方が財産評価上有利になります（ただし、不動産取得税、
登録免許税がかかります）。

　　また、以下のケース①～③は、いずれもこの特例の適用を受けることができますが、将来こ
の土地建物を売却し居住用財産の3,000万円控除を適用することまで考慮すると、配偶者には
少しでも家屋の持分を贈与しておく必要があります。

1 婚姻期間20年以上であること

2 夫婦の居住用不動産の贈与、または居住用不動産取得のための金銭の贈与であること

3 贈与の年の翌年３月15日までに夫婦が居住し、かつ引き続き居住する見込みであること

4 土地または借地権のみの贈与の場合、家屋の所有者が配偶者または同居している親族であること

5  贈与金額が非課税金額（2,110万円）以下でも、贈与税の申告を行うこと

いずれも贈与税の配偶者控除は
適用可だが…

ケース①

売却時は夫のみ
3,000万円控除

売却時は妻のみ
3,000万円控除

売却時は夫も妻も
3,000万円控除

夫

妻夫 夫 妻

妻

妻

夫 妻

夫

ケース② ケース③

夫

夫
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35相続の前と後

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税　　　　　　　　　　　　　　　
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、その贈与額のうち、一定金額まで贈与
税が非課税となる制度です。贈与を受けた人ごとに、良質な住宅の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。なお、　
この贈与特例は相続時の生前贈与加算の対象となりません。

　　また、通常の暦年贈与の基礎控除も併用できるので、最大でその年は良質な住宅であれば
1,110万円、それ以外の住宅であれば610万円まで課税なしで贈与できます。

省エネ基準
新築 断熱等性能等級５以上かつ一次エネルギー消費等級６以上

中古 断熱等性能等級４以上または一次エネルギー消費等級５以上

耐震基準 耐震等級２以上または免震建築物

高齢者配慮基準 高齢者等配慮対策等級（専用部分）３以上

〈良質な住宅〉

適用期間 令和８年12月31日までの贈与に適用

対象者

贈与者 年齢要件なし

受贈者
・贈与者の推定相続人である直系卑属または贈与者の孫であること
・贈与を受けた年の１月１日において18歳以上であること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

要　件

①直系尊属から住宅取得等資金（自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築・取得・増改築等の
対価に充てるための金銭）の贈与を受けること
②贈与を受けた年の翌年３月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築・取
得・増改築等をすること（受贈者がその住宅用家屋の持分を有しない場合には適用不可）
③贈与を受けた年の翌年３月15日までにその家屋に実際に居住すること、またはその３月15日後
に遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること（贈与を受けた年の翌年12
月31日までにその家屋に居住していないときは適用不可）
④自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用家屋の取得をしたものではな
いこと、およびこれらの方と請負契約等により新築・増改築等をしたものではないこと
⑤贈与を受けた年の翌年３月15日までに贈与税の申告を行うこと

対象となる
住宅用家屋

・日本国内のものであること
・床面積が40㎡以上240㎡以下であること
・その家屋の床面積２分の１以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
・中古住宅の場合、昭和57年１月１日以後に建築されたものであること
・その他

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例　　　　　　　　　　　　　　　
　　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときは、贈与者が贈
与をした年の１月１日において60歳未満であっても、相続時精算課税制度の適用を受けること
ができます（賃貸住宅には適用がありません）。
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36 相続の前と後

教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例　　　　　　　　　　　　　　　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に、その贈与額のうち最大1,500万円まで贈

与税が非課税となる制度です。

　　贈与する側の父母や祖父母は誰にいくら贈与するかについて制限はありません。しかし、贈
与を受ける側については、複数の直系血族から贈与を受けても非課税となるのは合計1,500万
円までです。

　　この特例は口座開設時期により取扱いが異なります。

直系尊属
現金

教育資金管理契約 教育資金払出

（父母または祖父母など）

直系卑属
（子または孫など）

金融機関
（JA・信託銀行等） 現金

適用期間 令和８年３月31日までの教育資金贈与に適用

適用対象者
贈与者　受贈者の直系尊属（父母や祖父母など）であること
受贈者　・教育資金管理契約を締結する日において30歳未満であること
　 　 　  ・贈与を受ける年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であること

手続き

・制度を扱っている金融機関に専用口座を開設して贈与を行うこと
・「教育資金非課税申告書」を金融機関へ提出すること
・教育資金の支出に関する領収書等を金融機関へ提出すること
　（注）納税者から税務署への手続きは不要です

対象となる支出

①学校等に直接支払われる金銭
②学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で、教育を受けるために支払われる金銭として

社会通念上相当であると認められるもの
　（注）教育資金や学校等の範囲の詳細は文部科学省のウェブサイトをご確認下さい

非課税限度額 1,500万円まで（ただし上記②、学校等以外の者に支払われるものについては500万円まで）

口座開設 令和5.4.1 ～
　　令和8.3.31時期

課税関係

受贈者の所得要件

課税あり
（２割加算あり）

課税なし

特例税率

23歳未満で
ある場合等
に該当

課税価格の合計額
５億円超の場合、課税
あり（２割加算あり）

契約終了時の
贈与税率

一般税率

前年の合計所得金額1,000万円以下

管理残額の
相続税課税

平成25.4.1 ～
　　平成31.3.31

平成31.4.1 ～
　　令和3.3.31

令和3.4.1 ～
　　令和5.3.31

死亡前３年以内の
拠出の場合、課税
あり（２割加算なし）

要件なし

課税なし
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37相続の前と後

　　期間中に受贈者が死亡した場合において、使われずに残った残額があるときは、その残額は
受贈者自身の相続財産として相続税の課税対象となります。

　　また、覚えておいてほしいのは、扶養義務者相互間の生活費・教育費の贈与はそもそも非課
税であるということです。例えば医学部へ入学する孫の入学金や初年度授業料などを祖父母が
その年に支払えば、たとえその金額が1,500万円を超えていたとしても、この制度を利用せず
とも贈与税は非課税です。必要なつど贈与されるのであれば、この非課税特例の範囲外となる
海外留学での渡航費や生活費、一般書店で購入する参考書代などを祖父母が支出しても贈与税
は非課税です。従来の非課税規定も上手に利用しましょう。

	 　なお、暦年課税および相続時精算課税、どちらも年間基礎控除額110万円以内の贈与であれ
ば、使途にかかわらず贈与税は課税されません。

〈契約終了時の取扱い〉
・受贈者が30歳に達したときに契約は終了します。
・ただし、以下のいずれかに該当する場合には、これに該当しなくなった年の12月31日ま

で契約は続きます（最長40歳に達した日まで）。
　①受贈者が学校等に在学している場合
　②受贈者が教育訓練を受けている場合
・契約終了時点で使われずに残った残額は、その時点で贈与により取得したとみなして受贈

者に贈与税が課税されます。

ＪＡ大会での定義

　平成９年（1997）開催の第21回ＪＡ全国大会において、「くらしと資産管理・相続対
策等相談運動」の全国的展開等を柱とする「農と住の調和したまちづくりの推進方策」
が決議され、ＪＡ事業の基本である相談活動の強化と組合員に対する指導力強化が求め
られました。
　平成24年（2012）開催の第26回ＪＡ全国大会では、組合員の相続・事業承継対策に
かかる様々な悩み・相談に適切に対応できる体制を構築すると決議されてきました。そ
して、令和６年に開催された第30回ＪＡ全国大会においては、具体的な行動指針として
組合員との関係強化のために、全国のＪＡにおいて相続相談担当者を明確化することと
されました。
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38 相続の前と後

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例　　　　　　　　　　　　　　　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、その贈与額のうち最大1,000万

円まで贈与税が非課税となる制度です。

　　贈与する側の父母や祖父母は誰にいくら贈与するかについて制限はありません。しかし、贈
与を受ける側については、複数の直系血族から贈与を受けても非課税となるのは合計1,000万
円までです。

　　この特例は、口座開設時期により取扱いが異なります

直系尊属
現金

結婚・子育て資金管理契約 結婚・子育て資金払出

（父母または祖父母など）

直系卑属
（子または孫など）

金融機関
（JA・信託銀行等） 現金

適用期間 令和９年３月31日までの一括贈与に適用

適用対象者
贈与者　受贈者の直系尊属（父母や祖父母など）であること
受贈者　・結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満であること
　　　　・贈与を受ける年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下であること

手続き

・制度を扱っている金融機関に専用口座を開設して贈与を行うこと
・「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関へ提出すること
・結婚・子育て資金の支出に関する領収書等を金融機関へ提出すること
　（注）納税者が税務署へ行う手続きはありません

対象となる支出
①結婚に際して支払う金銭
②妊娠・出産・育児に要する金銭
　（注）結婚・子育て資金の範囲の詳細は内閣府のウェブサイトをご確認下さい

非課税限度額 1,000万円まで（ただし上記①、結婚に際して支払う金銭については300万円まで）

口座開設 令和5.4.1 ～
　　令和9.3.31時期

課税関係

受贈者の所得要件

課税あり
（２割加算あり）

特例税率
契約終了時の
贈与税率

前年の合計所得金額1,000万円以下

管理残額の
相続税課税

平成27.4.1 ～
　　平成31.3.31

平成31.4.1 ～
　　令和3.3.31

令和3.4.1 ～
　　令和5.3.31

一般税率

課税あり
(２割加算なし)

要件なし

課税なし
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39相続の前と後

　　　期間中に受贈者が死亡した場合において、使われずに残った残額があるときは、その残額
は受贈者自身の相続財産として相続税の課税対象となります。

〈契約終了時の取扱い〉
・受贈者が50歳に達したときに契約は終了します。
・契約終了時点で使われずに残った残額は、その時点で贈与により取得したとみなして受贈

者に贈与税が課税されます。

親孝行リフォームの落とし穴－Column－－Column－
コラムコラム

　「古くなった親名義の実家を、子がリフォームする」よく聞く話です。しかし勇み足で行うと、いら
ぬ税金がかかる場合があります。

　この場合親名義の家屋のリフォーム代を子が負担しているため、このリフォーム代金2,000万円が
子から親への贈与とみなされる場合があります（贈与税額695万円）。対策としては以下の方法があり
ます。

①子の名義にしてからリフォームする
　変更する方法は二つあります。一つ目は、家屋を親から子へ固定資産税評価額350万円で贈与し
てからリフォームする方法です。もちろん贈与税がかかりますが、26万円です。二つ目は、子が帳
簿価格500万円で購入してからリフォームする方法です。この二つの方法は、家屋の名義が全て子
になるため、リフォームに住宅ローンを利用した場合には住宅ローン控除の適用可能です。

②500万円×20/25＝400万円だけ子に売る
　親と子の共有名義になりますが、持分20/25のみ子に売却する方法もあります。帳簿価格500万
円の20/25＝400万円です。この400万円と、子が負担したリフォーム代金2,000万円のうち400
万円とを相殺します。住宅ローンを利用していた場合には子はリフォーム代金の残り1,600万円（子
の持分20/25部分）について、住宅ローン控除を適用することもできます。この場合の持分は、親
5/25、子20/25です。なお帳簿価格で売却した場合、親に譲渡所得税はかかりません。

例　・土地・家屋の名義は親
 ・家屋の固定資産税評価額　　　350万円
 ・家屋の帳簿価格　　　　　　　500万円

・リフォーム代金　　　　　　2,000万円
・リフォーム後の帳簿価格　　2,500万円
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●相続が発生したら
　相続が発生したら７日以内に死亡届を市区町村役場へ提出しなければなりません。７日目が
閉庁日の場合は、翌開庁日が期限です。死亡届は医師が発行する死亡診断書と一緒になってい
る書類でその提出により戸籍に死亡の事実が記載され、住民票が抹消されます。税務署への通
知も行われます。
　また、できるだけ早く遺言書の有無を確認してください。

遺言書がある場合　　　　　　　　　　　　　　　　
　　相続開始後、遺言書を保管、または発見した相続人は、家庭裁判所の検認を受けなければな

りません。ただし、公正証書遺言や、自筆証書遺言のうち法務局に保管されているものは検認
不要です。

　・遺言書の開封
　　　遺言書が封印してある場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で相続人等の立

会のもとに開封しなければなりません。なお、公正証書遺言が封印されていることはありません。
　・遺言書の検認
　　　検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加

除訂正の状態、日付、署名など検認日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、
変造を防止するために家庭裁判所が行う手続きです。遺言の有効や無効を判断する手続きでは
ないといわれています。しかし、封印のある遺言書を相続登記に使用するには検認済証明書を
添付する必要があります。

　　　遺言書がある場合には、基本的には遺言の内容に従うため、相続人同士の遺産をめぐる争い
をある程度防ぐことができます。また、相続人や受遺者全員の合意があれば遺言と異なった内
容の遺産分割も可能です。

遺言がある場合の遺産分割

自筆証書遺言（法務局保管）・公正証書遺言自筆証書遺言・秘密証書遺言

検認手続き

遺言執行者の指定あり 遺言執行者の指定なし

相続人等全員の合意があれば
遺言によらない遺産分割も可能

相続人等が遺言の
内容を執行

遺言執行者が遺言の
内容を執行

遺言執行者の選任申立て

相続の後にやるべきこと
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41相続の前と後

遺言がない場合の遺産分割

相続人が協議して遺産分割を行う

家庭裁判所による調停または審判通常は遺産分割協議書を作成する

協議不成立協議成立

遺言書がない場合　　　　　　　　　　　　　　　　
　　遺言書がない場合や遺言書に記載のない財産がある場合には、相続人全員で遺産分割協議を

行い、分割協議書を作成する必要があります。
　・相続人の確定
　　　まず、遺産分割協議に参加すべき相続人を確定させることから始めます。そのためには、

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて確認します。現在は広域交付制度によ
り、本籍地ではなく最寄りの役所等で戸籍謄本を揃えられます（一部非対応の戸籍あり）。

　　　ここでいう相続人とは、相続を放棄した者、相続欠格である者、廃除された者を除いた相
続人のことです。相続人の中に未成年者がいた場合には特別代理人の選任、認知症等により
意思能力が欠如した者がいた場合には成年後見制度の利用などが必要です。

　・相続財産の確定
　　　組合員に関する相続の場合、JA にある貯金や借入、共済契約明細などに関しては、把握

が可能ですが、その他の金融機関や証券会社にあるものをすべて把握するために通帳や郵便
物などから、目星を付け各金融機関の残高証明を取得し残高を確認します。不動産の場合に
は、毎年市区町村役場から郵送される固定資産税課税明細書や、各自治体に請求して取り寄
せる固定資産の名寄帳などにより把握します。

　　　借入金などのマイナスの財産がある場合もあります。よく確認しましょう。

　　　遺言書がない場合には、相続人が互いに権利を主張し合い、協議が整わず、家庭裁判所の
調停や審判に持ち込まれるケースもあります。
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42 相続の前と後

遺産分割の種類　　　　　　　　　　　　　　　　
　　遺産分割には、通常の「現物分割」の他に「代償分割」「換価分割」と大きく分けて３つの方

法があります。

特別受益と寄与分、特別寄与料　　　　　　　　　　　　　　　　
　・特別受益
　　　生前に相続人の中で特別に贈与を受けていた資産などのことを指します。被相続人の資産

を相続するとき、特別受益を受けた資産も考慮して分割協議を行います。これを「特別受益
の持戻し」といいます。

　　　ただし、被相続人が「特別受益の持戻しをしなくても良い」旨を遺言書等で意思表示をし
ていた場合には、特別受益を持ち戻す必要はありません。この特別受益の持ち戻しは遺留分
を計算する際の持ち戻しのような期間制限（P.24）はありません。

　・寄与分
　　　相続人の中の一部の者が事業や介護などにより、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄

与をした場合、その相続人に優先的に相続財産を取得させる制度のことです。この相続分を
「寄与分」といいます。相続人だけに認められるもので、相続人同士の話し合いで決めること
が原則です。

　　　もし、その話し合いがまとまらない場合には、寄与分を請求する相続人の申立てにより、
家庭裁判所が寄与分を定めることになります。寄与分の評価はとても難しく、「争族」の火種
になることも多いため、遺言書を活用するのも一案です。

　・特別寄与料
　　　相続人以外（相続人の配偶者等）が、被相続人に対し、無償で介護などを行った場合には、

相続人に対し「特別寄与料」の支払を請求することができます。
　　　相続人と特別に寄与した者（特別寄与者）との話し合いで決めることが原則ですが、ま

とまらない場合には、特別寄与者の申立てにより、家庭裁判所が特別寄与料を定めること
になります。ただし、申立ては相続開始があったこと、および相続人を知った日から６ヶ月、
あるいは知らない場合でも相続開始時から1年以内にしなければなりませんので注意が必要
です。

内　容 留意点

現物分割 遺産を現物のままそれぞれに振り
分ける原則的な方法。 円滑な遺産分割が困難な場合がある。

代償分割

１人または数人が相続財産を取得
し、他の相続人に一定額の金銭等
を支払う方法。
物理的に分割が困難な財産や細分
化すると不利になってしまう事業
用資産、農地などに利用。

現金等の代償資産を用意する必要がある。
代償分割の代償として現金ではなく、自己が従来から所有する
不動産等で支払った場合、支払った側に譲渡税が課税される。
交付を受けた相続人の取得費はその時の時価になる。

換価分割 遺産を売却して、その代金を各相
続人に応じて振り分ける方法。

売却により生じた譲渡益は、その財産を相続した各相続人ごと
に課税される。
相続税の課税価格は財産の売却代金ではなく、相続税評価額を
基に計算する。
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43相続の前と後

　　　なお特別寄与料を取得すると被相続人からの遺贈とみなし、特別寄与者に対して相続税が
課税されます。特別寄与者は相続人ではないため、原則として相続税が２割加算されます。

相続財産の名義変更手続き　　　　　　　　　　　　　　　　
　　遺産の分割を終えたら、土地や建物など財産の名義変更を行います。不動産や有価証券、預

貯金等は、名義変更により相続人が自由に処分できることとなります。財産の種類によって、
一定の書類の提出や手続きが求められます。期限はありませんが、相続税の申告期限が相続後
10ヶ月なのでそれを一つの目安として早目に行いましょう。

手続き内容 窓　口
主な必要書類

※遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄
本などはいずれの場合にも必要

土地・家屋 所有権移転登記 法務局

所有権移転登記申請書
住民票（相続人）
固定資産税評価証明書
住民票除票（被相続人）

預貯金
有価証券 口座の名義変更 JA・銀行

証券会社 申請書または依頼書

上場株式 株式の名義変更 証券会社
信託銀行

申請書または依頼書
株式名義変更申請書
株式（株式発行会社である場合）

ゴルフ会員権 会員権の名義変更 ゴルフ場

自動車 移転登録 運輸支局

移転登録申請書
自動車検査証
手数料納付書
自動車保管場所証明書

住所変更未登記への対応－Column－－Column－
コラムコラム

　土地・建物の登記簿謄本（全部事項証明書）には、所有者の住所が記載されています。本来ならば個
人法人を問わず転居・本店移転のたびに住所変更登記をすべきです。しかし現在、住所変更登記は義
務ではないため、放置されがちです。そこで、令和８年４月までに所有権の登記名義人に対し、住所
等の変更日から２年以内に、変更登記を申請することが義務づけられます。正当な理由のない申請漏
れには、過料の罰則があります。また、施行前に行った住所等の変更でも、未登記であれば義務化の
対象です（２年間の猶予）。
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44 相続の前と後

祖父

死亡 死亡

該当する場合は登録免許税を免税

相続（未登記） 相続

父 子

土地 土地

  　・不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税
  　・相続により土地を取得した者が、相続登記をしないで死亡した場合

相続土地国庫帰属制度－Column－－Column－
コラムコラム

　相続した土地について「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が
必要だが、負担が大きい」などといった理由から、土地を手放したいというニーズがあります。
　このように管理できないまま放置されている土地は、ゆくゆく所有者不明土地となる可能性が高いもの
です。そこで、相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合、土
地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され令和５年４月27日
から始まっています。
　審査の結果、引き取ることができる土地として承認された場合、負担金を納めることで土地を手放すこ
とができるといわれていますが、この審査はなかなか厳しいようです。

相続登記の義務化　　　　　　　　　　　　　　　　
  　土地や家屋の相続登記をしないまま次の相続が発生すると、その不動産に対して権利を持つ

人がどんどん増えていきます。いざその土地を活用しようとした時に、その権利を持つ人全員
から了承を得る事はなかなか困難なケースもあるようです。このような土地は「所有者不明土
地」として社会問題となっています。

　　そこで、そのような事態を防ぐため令和６年４月１日から、不動産の相続登記が義務化され
ました。義務化後は原則として相続発生から３年以内に相続登記を行う必要があります。そし
てこの義務化の最大のポイントは、過去の相続に遡って適用される点です。すでに発生した相
続については、義務化された日（令和６年４月１日） から３年以内に登記を行う必要があります。

　　不動産登記をすると登録免許税がかかります。固定資産税評価額×税率により算出しますが、
売買、相続、贈与など、その不動産の取得の要因により税率が異なります。相続による移転登
記は税率0.4％です。しかし、現在以下の２つのケースでは、相続登記の登録免許税の免税措
置が設けられています。
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45相続の前と後

法定相続情報証明制度　　　　　　　　　　　　　　　　
　　法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局（登記所）に必要書類を提出し、登記官が内容

を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度により、
相続登記、被相続人名義の貯金の払い戻しや相続税の申告など、各種相続手続きで戸籍書類一
式の提出の省略が可能です。

　〈STEP １⇒必要書類の収集〉
　　①被相続人の戸除籍謄本
　　②被相続人の住民票の除票
　　③相続人全員の戸籍謄本（抄本）
　　④申出人（相続人代表）の氏名住所を確認できるもの
　　　（注）この他にも別途書類が必要となる場合があります
　〈STEP ２⇒法定相続情報一覧図の作成（手書きも可）〉
　　　被相続人および戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。一覧図の様

式および記載例は法務局のウェブサイトから確認できます。
　　・相続人の住所の記載は任意です。記載した場合は、その相続人の住民票の写しが必要です。
　　・相続放棄をした相続人がある場合にも、一覧図には氏名・生年月日・続柄を記載します。
　〈STEP ３⇒申出書の記入、登記所へ申し出〉
　　　申出書に必要事項を記入し、必要書類一式・法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。

申出をする登記所は以下のいずれかです。
　　・被相続人の本籍地（死亡時の本籍を指します）
　　・被相続人の最後の住所地
　　・申出人の住所地
　　・被相続人名義の不動産の所在地

認証紋付法定相続情報一覧図の写しが交付されます
➡
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46 相続の前と後

相続された預貯金の払戻し制度 
　相続財産である被相続人の預貯金は、遺産分割の対象になります。しかし、一定割合（金額
の上限あり）については、遺産分割協議の前でも（家庭裁判所の判断を経なくても）、金融機関
の窓口において支払いを受けることができます。払戻しを受けた相続人は、遺産の一部分割に
より預貯金を取得したものとみなされます。

　これにより亡くなられた後、すぐに必要になる葬儀等の費用をまかなうことができます。
〈具体例１〉※法定相続分1/2の相続人
① JA ○○………… 相続開始時の残高1,200万円
　　　　　　　　 1,200万円×1/3×1/2＝200万円＞上限150万円　
　　　　　　　　　	 ∴150万円まで払戻し可能
②Ａ銀行………… 相続開始時の残高300万円
　　　　　　　　 300万円×1/3×1/2＝50万円≦上限150万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	∴  50万円まで払戻し可能

〈具体例２〉※法定相続分1/4の相続人
① JA ○○普通貯金１……… 相続開始時の残高600万円
　　　　　　　　　　　　  600万円×1/3×1/4＝50万円≦上限150万円
                                                  	 ∴  50万円まで払戻し可能※

② JA ○○普通貯金２……… 相続開始時の残高3,000万円
　　　　　　　　　　　　  3,000万円×1/3×1/4＝250万円＞上限150万円
                                                  	 ∴150万円まで払戻し可能※

※払戻し可能額は個々の預貯金ごとに計算します。また、上限額は一つの金融機関につき150万円です。よっ
て〈具体例２〉では、普通貯金１と普通貯金２の払戻し金額の合計が150万円以内になるよう調整が必要です。

払戻しの方法 ①相続人が単独で金融機関に払戻し請求する方法
②家庭裁判所の判断を経て金融機関に払戻し請求する方法

①により払戻しを受ける
ことができる金額

・相続開始の預貯金残高×1/3×払戻しを受ける相続人の法定相続分
・各金融機関の個々の預貯金ごとに計算
・一つの金融機関につき150万円が上限

二次相続対策－Column－－Column－
コラムコラム

　夫婦の一方が亡くなった場合の相続を「一次相続」、その後にもう一方がなくなった際の相続を「二次
相続」といいます。一次相続では、配偶者の税額軽減の特例が活用できるなど、税制面で優遇されてい
ます。しかし、二次相続においてはこの特例が利用できないため、税額が過大となる傾向にあります。
　二次相続への備えとして相続財産の見直しを行い、「納税準備資金」と「財産評価対策」の観点から、
生前贈与の実施や生命共済の活用などを検討することも重要です。
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47相続の前と後

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 
　相続税の納税資金に充てるため、今後使う予定がない等、様々な事情により相続財産を譲渡
する場合があります。相続により取得した土地、建物、株式などを一定期間内に売却した場合
には、支払った相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

　上記の要件の通り、いつ売っても適用できるのではなく、期限があるので注意して下さい。
要件を満たす場合には以下の算式により計算した「支払った相続税額のうちその譲渡資産に対
応する部分の金額」を取得費に加算できます。

　この相続税の取得費加算は、取得費を５％の概算で計上した場合でも適用可能です。加算額
は譲渡した財産ごとに計算し、譲渡益を限度とします。なお、贈与税額控除や相次相続控除、
相続の際に代償分割が行われた場合などは、より複雑な計算が必要です。

適用要件
・相続や遺贈により財産を取得した者であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後３年を経過す

る日までに譲渡していること

〈算式〉

その者の
相続税額

譲渡した財産の相続税評価額

× ＝
資産を譲渡した者の相続税の課税価格

（債務控除前）

取得費に加算する
相続税額

〈算式〉

その者の
相続税額 × ＝

資産を譲渡した者の相続税の課税価格
（債務控除前）（A）

取得費に加算する
相続税額

譲渡した資産の
相続税評価額（B）

支払代償金
（C）－ × （B）

（A）＋（C）

（一般的な場合）

（代償分割があった場合）
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48 相続の前と後

居住用不動産に係る譲渡所得3,000万円特別控除の使い方
　この特例は、生きている人が自己所有の自宅を譲渡した際に、譲渡益から3,000万円まで控
除できるものです。一方、相続により取得した被相続人の自宅が、もともと自身も同居してい
た（つまり、自身の自宅でもあった）ものである場合には、相続後に譲渡する場合には自己所
有の自宅を譲渡することになるため、この特例の適用が可能です。
　この特例は共有で所有していたものを売却した場合には、それぞれ譲渡益を限度として3,000
万円まで控除できます。つまり売却する予定の自宅の場合には、同居の相続人がいるときは、
共有で相続する方が後々売却時に税務上有理になります。
　譲渡所得の所得税率（復興特別所得税含む）および住民税率は以下の通りです。

相続空家にかかる譲渡所得の特別控除　　　
　空家は年々増加していて、所有者不明土地等と並んで社会問題となっています。空き家にな
る原因として多いのが、やはり実家を相続により取得し、その後誰も住まなくなってしまうケー
スです。
　そこで、空き家を相続により取得した相続人が一定期間内に空き家を売却した場合には、空
き家にかかる譲渡所得の特例として3,000万円の特別控除が適用できます。この特例は、令和
９年12月31日までの譲渡に適用されますが「相続税の取得費加算」との併用はできません。

　③については、被相続人が相続開始の直前において老人ホームに入居していた場合でも、一
定の要件を満たせば適用できます。④については、対象となる家屋や土地を複数の相続人が売
却した場合や、複数年にまたがって売却する場合でも、それらの売却金額（固定資産税の清算
金などを含む）を合算して、１億円以下か否かで判定します。

所得税 住民税 計

短　　期 譲渡年の 1 月 1 日における所有期間が 5 年以下 30.63％ 9％ 39.63％

長期

原則 譲渡年の 1 月 1 日における所有期間が 5 年超 15.315％ 5％ 20.315％

長期所有の
居住用に対
する優遇

譲渡年の 1 月 1 日における
所有期間が 10 年超

6,000 万円
以下の部分 10.21％ 4％ 14.21％

6,000 万円
超の部分 15.315％ 5％ 20.315％

共通の要件
①その家屋が昭和56年５月31日以前に建築されたものであること
②区分所有建物登記されている建物でないこと
③相続開始直前において被相続人が居住しており、被相続人に同居人がいないこと
④譲渡対価の額が１億円以下であること
⑤相続の開始から３年を経過する年の12月31日までの譲渡であること
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49相続の前と後

税務調査
　死亡届が提出されるとその死亡届をもとに役所が税務署に被相続人の死亡を通知します。税
務署では、この通知や固定資産税台帳、確定申告、新聞公告などから、相続税の対象と推測さ
れる相続人に対して、死亡後４～６ヶ月後に、相続税についてのお尋ねや相続税の申告書を送
付します。
　その後、申告書が提出されると、税務署は、提出されたほぼすべての申告書について申告も
れがないか内部調査を行います。具体的には ･･･

　①本人のみならず家族や会社、JA などの関係先も含め金融機関、証券会社、郵便局などから
問い合わせを行い、お金の流れや貸金庫の有無を把握

　②生命共済（保険）金、退職金の支払調書の収集
　③過去の所得税確定申告書の内容

等により調査対象をしぼります。特にお金の流れは入念に調査します。
　資料情報等から申告額が過少であると想定される場合や、申告義務があるにもかかわらず無
申告であると想定される場合等について、実地調査が行われます。

家屋を取り壊して売却する場合の要件
⑥家屋について、相続開始の日から取り壊しの時まで事業の用、貸付用または居住の用に供

されていないこと
⑦敷地について、相続開始の日から譲渡の時まで事業の用、貸付用または居住の用に供され

ていないこと。また、取り壊しから売却時まで新たな建物・構築物の敷地の用に供されて
いないこと

家屋と敷地を売却する場合の要件
⑧家屋について、相続開始の日から譲渡の時まで事業の用、貸付用または居住の用に供され

ていないこと
⑨その家屋が地震に対する安全性にかかる規定、またはこれに準ずる基準に適合するもので

あること（耐震性のないものは耐震リフォームしたものに限る）

〈令和６年１月１日以後の取扱い〉
　一点目は、売主である相続人が、家屋を取り壊して売却するか、耐震リフォーム後に売却す
る必要がありましたが、改正により、買主が譲渡年の翌年２月15日までに取り壊しや耐震リ
フォームをした場合でも、特例の適用が可能になりました。
　二点目は、この特例の対象になる相続人の数が３人以上のときには、特別控除額は一人あた
り2,000万円に減額されることになりました。結果として、特別控除額は共有者が２人でも
３人でも6,000万円で同額になります。４人目以降は2,000万円×共有者の人数により計算
します。
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50 相続の前と後

　税務調査は一般的には管轄の税務署が事前連絡のうえ、調査官が１～２名で相続人宅を訪問
します。調査官は、相続人宅で次のような確認をしています。
①タンスや金庫の中を現物で確認し、申告もれ財産がないか
②香典帳により、社会通念上相当額を超える香典がないか
③高価な書画こっとう品が飾られていないか
④家の中のカレンダーや販促物、封筒等で取引金融機関の申告もれはないか
　何気ない会話の中からも申告もれを探って行きます。調査の結果、論点となることの多いの
が名義財産の取扱いです。配偶者名義や、子供名義の財産の所有権について、生前から見解や
認識を家族間で統一しておくことが重要です。

〈相続税と時効〉
区　分 時効（課税権の除斥期間）

過少申告 申告期限から５年（相続開始日から原則５年10ヶ月）

無申告 申告期限から５年（相続開始日から原則５年10ヶ月）

「仮装」「隠ぺい」による
過少申告または無申告 申告期限から７年（相続開始日から原則７年10ヶ月）

相続相談とは

　相続とは、亡くなった人（被相続人）の農地・資産等の財産を、残された親族（相続人）
に引き継ぐことです。相続人が誰となり、被相続人の財産・権利義務が、どのように分
割取得されるかは、原則民法において定められています。
　相続される財産は、土地・家屋、預貯金、有価証券と借入金負債等の多岐にわたる分
野が含まれます。その財産確定の手続きに収集しなければならない必要書類は多く、短
い期間に駆け回ることになります。さらに相続確定後も各種手続きのために、それぞれ
の機関へ申請・届け出等が必要となるので、残された相続人にはとても処理することが
出来ません。この相続手続きは、相続税の発生の有無に関わらず、全国の組合員が必ず
行わなくてはならないことです。
　しかし、この事務手続きには、生前に行えることが多くあります。このため、生前の
相続相談業務と事業承継対策は、やるべきことを全て行うことにより、相続によって発
生するトラブルを未然に防ぐためにとても効果的で重要です。
　相続は、多くの組合員が不慣れな手続きを一定の期間で行わなければなりません。
ＪＡが資格ある各種専門家と組合員のために協力しながら相続支援を適切に行うこと（連
携だと言いながら丸投げするだけでは困ります）は、相続人の不安とストレスを軽減させ、
ＪＡの信頼を取り戻す機会であり、地域の農業を維持させることに繋がります。
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●農地法
　農地の所有権を移動する際には、宅地の場合に比べて様々な制約があります。主なもの
に農地法３条、４条、５条の許可があります。

　農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことで登記上の地目を問いません。「農
地は農家にしか売買できない」と言われるのは、農地法３条に関する施行規則に5,000㎡基準（た
だし農業委員会が下限設定可能）があるからです。
　農業を継いでない子が農地を相続取得できるのも、３条の規定によるところです。ただし、
相続取得など農地法の許可を要しない権利取得をした場合でも、遅滞なく農業委員会にその旨
の届出（農地法３の３）が必要です。
　農業委員会は、農地法に基づく売買や賃貸の許可、農地転用案件への意見の作成、遊休農地
の調査・指導などを中心に、農地に関する事務を執行する行政委員会として区市町村に設置さ
れています。市街地区域以外の農地法４条、５条の転用許可申請は農林水産大臣の許可が必要
な場合を除き、農業委員会を経由して都道府県知事に提出することになっています。転用許可
申請を行う際の添付書類や申請書の締切日等は、農業委員会に確認してください。

●生産緑地と特定生産緑地
　生産緑地とは、市街化区域内にある農地の緑化を活かし、計画的に保全することによって公
害や災害の防止に役立てるとともに、豊かな都市環境を形成しようとする都市計画上の制度で、
生産緑地法でその取り扱いが定められています。生産緑地指定を受けた農地は、一定の行為制
限の下で農地並に課税が軽減されるメリットがあり、市街化区域内における営農継続に必要な
制度となっています。
　市街化区域内においては平成３年の生産緑地法改正に基づき、該当する農地所有者が生産緑
地かそれ以外の農地にするかを選択しました。生産緑地になることを選んだ農地は平成４年に
指定され、その後令和４年に30年を経過したことに伴い特定生産緑地制度が設けられました。
国土交通省によると平成４年に指定された生産緑地の約９割が現在特定生産緑地に指定されて
いるとのことです。

農地法と生産緑地

〈農地法〉
３条許可 ４条許可 ５条許可

目　的 農地を農地として所有権を移転 農地を宅地等に転用 農地を宅地等に転用して所有権
を移転

許可権者 原則：農業委員会 原則：都道府県知事

備　考
相続取得の場合には許可不要。
ただし、農業委員会への届出が
必要。

市街化区域内の農地については、農業委員会への届出でよく、許
可不要。

農地関連
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54 農地関連

　生産緑地はどこにある？
　　前提として、生産緑地は市街化区域内の農地しか指定することができません。市街化区域と

は、おおむね10年以内に市街化を優先的、計画的に推し進める地域のことをいいます。反対に
市街化調整区域は、市街化を目的としていない区域のことで、自然を保全することと農業や林
業などを営む環境を守る目的で定められています。生産緑地は、市街化区域内にあるが将来の
公共施設の敷地に適していたり、生活環境の確保に役立つであろうものを農地として保全する
ために設けられた制度です。なお、市街化区域内は固定資産税と併せて都市計画税が課税され、
生産緑地以外の農地は宅地並みの課税となります。

　　生産緑地がある場所は「三大都市圏特定市」と「地方圏」の大きく２つに分かれます。以下の
区市町村が三大都市圏特定市です。しかし、市街化区域内に農地が無い、農地所有者が申請して
いないなどの理由で、生産緑地が存在しない三大都市圏特定市も、わずかですがあるようです。



法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

相
続
の
前
と
後

相
続
税
の
計
算

法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

相
続
の
前
と
後

相
続
税
の
計
算

農
地
関
連

農
地
関
連

55農地関連

　　P.60の自治体以外は「地方圏」です。地方圏で生産緑地制度を導入している市町村は以下の
とおりです。

導入年 府県 市町村

平成５年
石川県 金沢市

愛知県 大口町

平成７年 大阪府 千早赤阪村

平成10年 福岡県 福岡市

平成13年 宮崎県 門川町

平成15年 長野県 長野市

平成18年
茨城県 五霞町

和歌山県 和歌山市

平成22年 茨城県 常陸太田市

平成25年 京都府 大山崎町

令和元年 大阪府 島本町

令和２年
高知県 高知市

広島県 広島市

令和４年
栃木県 宇都宮市

岐阜県 岐阜市

令和５年 福岡県 久留米市

※現在は指定解除

いままでの流れと背景

　都市部において、都市計画法が改正され、市街化区域と市街化調整区域が線引きされ
ました。その情勢から、宅地等供給の一環として昭和45年（1970）の農協法改正にお
いて、農地等の売渡し、貸付にかかる支援を事業内容とする「農地処分事業」が創設さ
れ、農地等にかかる宅建業務がはじめて農協に認められることとなりました。これによ
り、農協が、農家資産の土地・家屋等の管理保全に対する有効活用にかかる指導支援事
業について、事業を実施できるようになったのです。そして、昭和48年（1973）に「宅
地等供給事業」として名称が改められ、住宅建設等の分野にまで事業範囲の拡充が図ら
れました。
　全中は、昭和61年（1986）に農家資産の土地・建物等の管理保全、都市的有効活用
に関する一連の業務を「資産管理事業」と称しました。それは、ＪＡが他業態からの組
合員の農地（土地）への活用アプローチを防ぐために、総合的な業務の推進を行ってい
くためでした。
　しかし、情勢は変わり、都市近郊においては、良好な環境を形成するため重要性の
高い農地を保全することを目的に、都市農業振興基本法が施行されました。平成４年

（1992）４月に施行された新生産緑地の生産緑地2022年問題は、組合員の皆さんのご
理解の元、特定生産緑地へ高い指定率を持って超えることができましたが、農業経営者
の高齢化と後継者問題、相続税問題によっての営農継続困難な状況は依然として変わり
ません。農地の保全を無理なく図ることは、農家組合員の長期的な生活基盤を確保する
ために重要な課題です。
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56 農地関連

　指定の仕組み
　　生産緑地地区は、農業が継続的に営まれているなど、次の条件を満たす農地について都市計

画の手続きを経て指定します。

　指定されるとどうなるの
　・農地としての土地利用が都市計画上明確に位置づけられることになり、安心して農業が継続

できます。
　・農地として管理することが義務づけられ、農地以外の利用、例えば建物の建築や宅地造成な

どの土地形質の変更はできません。これを行為制限と言います。
　・固定資産税、相続税などの税制上の特別措置が受けられます。

　　行為制限について、具体的には農地を農地以外への転用・転売は行為制限が解除されない限
り行う事ができません。一方で、農業を営むために必要な一定の施設については、生活環境の
悪化をもたらす恐れがないものに限り区市町村長の許可を経て設置可能で、平成29年の生産緑
地法改正により農産物直売所や農家レストランなども認められています。

　　４つめの面積要件については、平成29年の法改正により区市町村が条例で生産緑地の下限面
積を500㎡から300㎡まで引き下げることができるようになりました。また、一団の農地とみ
なす基準も緩和され、同一又は隣接する街区内にある複数の農地を一団の農地等とみなして指
定することが可能になりました。これにより、小規模な農地の生産緑地指定促進や道連れ解除
の防止につながり、よりきめ細やかに保全できるようになりました。

指定要件
 ・現に農業の用に供していること。
 ・公害や災害の防止や良好な生活環境形成に相当の効果があること。
 ・公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
 ・500㎡以上の一団の区域であること。（区市町村の条例で300㎡以下に変更可）
 ・農業等の継続が可能な条件を満たしていること。

これまでは… 法改正により

※区市町村が条例で指定面積を 300㎡まで引き下げている場合

生産緑地の指定はできない

350㎡
生産緑地

6m以上

350㎡
生産緑地

単独でも一団の農地と見なす
ことでも生産緑地指定が可能に
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57農地関連

　　生産緑地に指定されることで行為制限がかかる一方、営農継続に資するよう税制上の措置が
講じられます。農地区分による固定資産税等の評価・課税方法は次のようなイメージです。

〈１号施設〉
　生産緑地地区の保全を図るため、農林漁業が継続して行われるために必要不可欠な施設で
あり、生産緑地法第８条２項１号に基づき設置が許可される。
・生産又は集荷の用に供する施設
　ビニールハウス、温室、育種苗施設、農産物の集荷施設　等
・生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
　農機具収納施設、種苗貯蔵施設　等
・処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
　共同で利用する選果場　等
・農林漁業に従事する者の休憩施設
　休憩所、トイレ　等

〈２号施設〉
　経営の安定化を通じて農地の安定的な保全に資するという趣旨に基づき設置される施設で
あり、生産緑地法第８条２項２号に基づき設置が許可されるもの。
・当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産される農産物等を主たる原材料とし　

て使用する製造または加工の用に供する施設
　製造・加工所
・上記施設の農産物又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販

売の用に供する施設
　直売所
・上記施設の農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設
　農家レストラン

〈３号施設〉
　いわゆる市民農園として農地を利用するために必要な施設
・農作業の講習の用に供する施設、管理事務所その他の管理施設
　農作業に関する講習施設、管理用具置場　等

評価方法 課税方法 税額のイメージ

一般農地（市街化区域外） 農地評価 農地課税 数千円 /10ａ

市街化区域農地

 生産緑地 農地評価 農地課税 数千円 /10ａ

一般市街化区域農地
（地方圏） 宅地並評価 農地に準じた課税 数万円 /10ａ

特定市街化区域農地
（三大都市圏特定市） 宅地並評価 宅地並課税  数十万円 /10ａ

※生産緑地は固定資産税の計算上、市街化区域外の一般の農地と同一類型とみなされます。
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58 農地関連

　買取り申出とは
　　生産緑地地区に指定された農地について、次のいずれかの事情により、営農の継続は困難ま

たは不可能となった場合には、区市町村に対して買取りを申し出ることができます。　
　・生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき。
　・農業の主たる従事者が死亡したり、身体的・精神的障害により農業に従事することが不可能

になったとき。
　　主たる従事者とは、当該生産緑地において農業等に従事している者で、その者が従事できな

いと生産緑地における農業経営が客観的に不可能となる場合の者を指します。また、主たる従
業者が65歳未満の場合には、その従事日数の８割以上、65歳以上の場合には、その従事日数
の７割以上従事している者も含まれます。この主たる従事者に「農業等に従事することを不可
能にさせる故障」とはどのようなものが該当するのでしょうか。具体的には両目の失明、精神
の著しい障害等の他、１年以上の入院、養護老人ホーム等への入所や著しい高齢となり運動機
能が著しく低下した場合え農業に従事できない場合などが該当します。なお、その証明には医
師の診断書等が必要になります。

　行為制限の解除とは
　　区市町村は買取りの申出があった日から起算して１月以内に買い取るか否かを、書面で生産

緑地所有者へ通知します。区市町村が買い取らない場合には、農林漁業者への斡旋が可能にな
ります。それでもなお生産緑地として買収する者がおらず、買取りの申出の日から起算して３ヶ
月以内に所有権の移転等が行われなかった場合には、その生産緑地における行為制限もなくな
るため、売買や建築等が可能になります。

　　つまり一度生産緑地に指定すると買取りの申出が可能になるまでかなりの時間を要し、さ
らに買取りの申出から３ヶ月たたないと自由に売却できないということです。その間に例えば
債務問題などによりまとまったお金が必要になった場合でも、自己都合による解除は困難です。
これから生産緑地への指定を考えている方は、その点を十分に検討する必要があります。

区市町村長への買取りの申出

買い取る旨の通知（１月以内） 買い取らない旨の通知（１月以内）

法律の目的に従った適切な管理
（公園、緑地等として整備）

・農林漁業希望者への斡旋
・斡旋不調の場合には、行為制限の解除
　（買取り申出から３ヶ月後）



法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

相
続
の
前
と
後

相
続
税
の
計
算

法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

相
続
の
前
と
後

相
続
税
の
計
算

農
地
関
連

農
地
関
連

59農地関連

　生産緑地法の改正と特定生産緑地制度
　　平成29年の生産緑地法の改正により、特定生産緑地制度が創設されました。これは従来の生

産緑地に加える形で設けられたものです。特定生産緑地は、生産緑地を保有する農業者の意向
をふまえて指定され、指定された場合には買取り申出ができる時期が「生産緑地地区の都市計
画の告示日から30年経過後」から10年延長されます。また10年を経過する前であれば、改め
て農業者の意向を確認の上で繰り返し10年の延長ができます。注意点としては、特定生産緑地
は生産緑地指定から30年経過後に自動で移行される訳ではなく一定の手続きが必要で、この手
続きは30年経過する前に行う必要がある点です。特定生産緑地に指定されると、その後10年
間は農業従事者の死亡等により農業継続が不可能と認められない限り営農を継続しなければな
りません。一方、特定生産緑地の指定を受けなかった農地は、いつでも買取り申出を行うこと
ができます。

特定生産緑地に指定しない場合

特定生産緑地に指定する場合
（H4） （R4）

告示から
30年経過

所有者等の
意向を前提

（R14）
特定生産緑地の
指定から
10年経過

相続の発生等

相続の発生等

買取り申出が可能

特定生産緑地として税制特例措置が継続

10年毎に
更新可能

指定

税制

生
産
緑
地
地
区
の

都
市
計
画
の
告
知

■相続税等：納税猶予の適用
■固定資産税等：農地課税

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
の
公
示

指
定
期
限
の
延
長
の
公
示

（H4） （R4）
告示から
30年経過

以降、特定生産緑地の指定は受けられない

いつでも買取り申出が可能
買取り申出するまでは生産緑地地区としての規制継続
税制特例措置なし（激変緩和措置あり）
■相続税等：次の相続における納税猶予の適用なし
　激変緩和　既に納税猶予を受けている場合、次の相続までは、現世代に限り
　　　　　　猶予継続
■固定資産税等：宅地並み課税
　激変緩和　５年間、課税標準額に軽減率（１年目：0.2、２年目：0.4、
　　　　　　３年目：0.6、４年目：0.8）を乗じる

指定

税制

生
産
緑
地
地
区
の

都
市
計
画
の
告
知

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
の
公
示

　　特定生産緑地は、当初の生産緑地指定から30年を経過する日を申出基準日とし、申出基準日
までに指定を受けることができます。例えば平成４年に生産緑地指定を受けた農地については、
令和４年までに特定生産緑地指定が行われています。なお特定生産緑地は、申出基準日が近く
到来することになる生産緑地を対象とした制度であるため、生産緑地を経ることなくいきなり
特定生産緑地に指定することはできません。
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●相続税とは
　相続税は、人の死亡により財産を取得した者に課せられる税金です。相続税は、被相続
人の財産が土地であろうが預貯金であろうが財産の種類を問わずその合計額を基に課され
ます。
　したがって、組合員のように財産の大部分が不動産で納税資金対策を考えなければなら
ない人々にとってはより重税感のある税金だといえます。

　原則として、申告期限までに遺産を分割し納税します。未分割の場合には、以下の問題
点のように、自己資金で納税資金を準備する必要があったり、税負担が重くなったりします。 

●相続税の概要

相続税と農地

申告義務

①課税価格の合計額が「遺産に係る基礎控除」を超える場合
②配偶者の税額軽減を適用する場合
③小規模宅地等の減額特例を適用する場合
④農地の納税猶予を適用する場合

申告納付する人 相続または遺贈により財産を取得した個人

申告書の提出先 被相続人の住所地の所轄税務署

申告期限・納期限 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

必要書類 相続税の申告書、分割協議書の写し、戸籍謄本等

罰　則

期限後申告
または無申告

無申告加算税として相続税の15％～ 20％を加算。別途延滞税あり（自主的に申
告した場合は5％に軽減）

悪質な場合 重加算税として相続税の35％または40％を加算。もっとも悪質な場合10年以下
の懲役もしくは1,000万円以下の罰金（またはこれを併科）

一定額以上の貯金が引き出せない（預貯金払戻し制度あり P.46）

相続した土地が売却できない（相続人名義のままで売買契約は結べない）

相続財産を延納の担保に供せない

相続財産を物納できない

配偶者の税額軽減および小規模宅地等の減額特例が使えない（その後分割した場合には適用可能）

農地等の納税猶予を適用できない（その後分割しても適用不可）

〈未分割の主な問題点〉
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●法定相続人と法定相続分
　民法では、相続できる人が定められており一般的に「法定相続人」と呼びます。配偶者
は常に相続人となりますが、戸籍上の届け出をした者に限られ、内縁関係の者は除かれます。
それ以外の相続人には優先順位があり、子があるときは子、子がいないときは親（祖父母）、
子も親もいないときは兄弟姉妹の順です。また、それぞれの相続分と遺留分も民法により
定められています。ただし、相続人の間での話し合いで、分割の際にはこの相続分による
必要はなく、分割協議により自由に割合を決めることができます。

配偶者 子 1/2 1/2 1/4 1/4

配偶者 父母 2/3 1/3 1/3

1/6

配偶者 兄弟姉妹 3/4 1/4 1/2

配偶者 全部（1/1） 1/2

子 全部（1/1） 1/2

父母 全部（1/1） 1/3

兄弟姉妹 全部（1/1） なし

と

順位（組み合わせ） 法定相続分 遺留分

と

と

のみ

のみ

のみ

のみ

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼
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　相続人が被相続人より先に、または同時に死亡したとき等は、相続人の子が相続権を得
ます。この制度を代襲（だいしゅう）相続といいます。

　養子も実子と同様に、法定相続人としての地位を得ます。ただし、法定相続人の数に含
めることのできる人数には制限があります。

孫 孫

1
8

1
8

被相続人

子 子（死亡）

配偶者（常に相続人）

1
2

1
4

養子

被相続人 配偶者（死亡）

子 子

1
3

1
3

1
3

孫 孫

1
8

1
8

被相続人

子 子（死亡）

配偶者（常に相続人）

1
2

1
4

養子

被相続人 配偶者（死亡）

子 子

1
3

1
3

1
3
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●法定相続人の取扱い

代 襲 相 続

相続人となるはずだった者が、今回の相続開始以前に死亡している場合や、相続の欠格・
廃除（P.58参照）により相続権を失っている場合には、直系卑属（被相続人からみて孫、
ひ孫）が代わりに相続します。なお、兄弟姉妹の代襲相続は１代限り（甥・姪まで）しか認
められていません。

養 子
養子も法定相続人の地位を得ます。相続分も実子と養子の区別はありません。しかし、相
続税の計算上は、法定相続人の数に含めることのできる養子の数は、実子がいる場合には一
人まで、実子がいない場合には二人までとなっています。

非 嫡 出 子
（婚外子）

非嫡出子（婚外子）とは法律上の婚姻関係のない男女間に生まれた子のことで、認知（女性
が被相続人の場合は不要）されている場合に相続権があります。現在、非嫡出子と嫡出子の
相続分は同等です。

配 偶 者 の 連 れ 子
連れ子に相続権はありません。連れ子を相続人とするためには養子縁組をする必要がありま
す。いわゆる「連れ子養子」の場合には、相続税の計算上、養子の数の制限はなく、実子扱
いとなります。

父 母 の 一 方
の み を 同 じ く
す る 兄 弟 姉 妹

兄弟姉妹が相続人の場合（第３順位の場合）、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹（半血
兄弟姉妹）の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹（全血兄弟姉妹）の相続分の半
分になります。

●養子縁組の制限と相続への影響
　民法上は養子も実子と同様に取り扱われるため、相続の際には養子が何人いても全員法
定相続人としての地位を得ます。しかし養子の数が増えると法定相続人の数も増えるた
め、結果的に基礎控除額や非課税限度額を引き上げる効果があります。かつて、この仕組み
を利用して行き過ぎた節税が横行したため、相続税の計算上、法定相続人の数に含めるこ
とのできる養子の数には、次のような制限がされています。
・被相続人に実子がいる場合には一人
・被相続人に実子がいない場合には最高二人まで
　ただし、下記の者は実子扱いとなります。
・配偶者の連れ子養子
・養子が死亡等したため代襲相続人となった者
・特別養子　

●孫養子も２割加算の対象に
　一親等の血族・配偶者以外の者が相続財産と取得した場合、相続税は通常の税額の２割
が加算されます。被相続人の孫（代襲相続人である者を除く）を養子にすると、民法上は
一親等の血族となり相続人にも該当し、当然、相続財産を取得することもできます。しかし、
相続税法上は２割加算の対象となります。これは、孫養子が財産を取得すると一世代飛び
越し効果があることに対する規制です。
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64 農地関連

事業ではない…相続相談業務の展開へ

　もちろん組合ごとに、地域性と経緯があります。
ですが、相続の発生による手続きは、全国どこでも同じこと。
　・相続案件は誰にでも起こる
　・相続手続きは誰にでも必要
　・遺産分割手続きと、相続税は違う
　・いつ起こるかわからない相続に備える事前の準備が大事
　➡　今できることを全て済ませる

（注）限定承認や相続放棄を行っても相続人が相続財産の全部又は一部を隠したり、消費したりした場合は、
単純承認したとみなされてしまうことがあります。また税務上や法律上も複雑になることがあります。
限定承認や相続放棄を行う場合には、必ず専門家にご相談下さい。

●承認と放棄
　相続開始を知った日から原則として３ヶ月以内に、相続人は単純承認するか、限定承認するか、
または相続の放棄をするか選択する必要があります（何もしなければ単純承認したことになり
ます）。相続発生前に限定承認や相続放棄することはできません。

内　　　容 留　　意　　点

単純承認
プラスの財産、マイナスの財産を
問わず、被相続人の一切の権利義
務を承継すること。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続人自身の
財産で弁済しなければならない。

限定承認
被相続人から相続によって得た財
産の範囲内で、マイナスの財産を
引き継ぐこと。

①相続開始を知った日から原則３ヶ月以内に財産目録を作成し、
相続人全員が共同して家庭裁判所に申し出る。

②被相続人が相続財産を譲渡したものとして取扱われ、その譲渡
所得税は被相続人のマイナス財産として取扱われる。

③マイナス財産が多い場合でも、相続人自身の財産から弁済する
必要はない。

相続放棄

①被相続人の財産を一切相続しな
いこと（はじめから相続人でな
かったものとされる）。

②相続税計算上の法定相続人の数
には放棄者を含めて計算する。

①相続開始を知った日から原則３ヶ月以内に家庭裁判所に申し出
る（相続発生前に相続放棄をすることはできない）。

②各相続人が単独で選択できる。
③相続放棄した者の子への代襲相続は認められない。
④マイナスの財産が多い場合でも相続人自身の財産から弁済する

必要はない。
⑤相続放棄をした者でも生命共済金などのみなし財産を取得する

ことはできる。
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65農地関連

C C

配偶者

代襲相続人と
ならない

被相続人

A B（放棄）

配偶者

配偶者

代襲相続人と
なる

被相続人

A B（欠格・廃除）

配偶者

●欠格と廃除
　民法では、誰が相続人であるかだけでなく相続できない人も定めています。相続人に重大な
非行等がある場合には、相続できないようにする「相続欠格」「相続人の廃除」という制度があ
ります。欠格や廃除に該当した場合、相続放棄者とは異なりこれらの者の子が代襲して相続人
となります。

相続欠格 相続人の廃除

内　容 以下の欠格要件に該当する推定相続人の相続権を
法律上当然（自動的）に剥奪する制度。

被相続人の生前の申立てまたは遺言（遺言書に
基づき遺言執行者の申立て）により、家庭裁判
所が推定相続人（兄弟姉妹および遺留分を放棄
した相続人を除く）の相続権を剥奪する制度。

要　件

①被相続人、先順位もしくは同順位の者を死亡さ
せ、または死亡させようとしたために刑に処せ
られた者。

②被相続人が殺害され、そのことを知っていなが
ら告訴、告発しなかった者。

③詐欺、強迫による遺言の作成、変更、取り消し
をさせた者。

④遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿した者等。

被相続人に対して虐待（暴力や耐えがたい精神的な
苦痛）、重大な侮辱（名誉や感情を害する行為）を
加えた場合や、その他の著しい非行があったこと。

手続き 特になし（法律上、当然に相続権を失う）

①被相続人が生前に家庭裁判所に廃除を申立てる。
②遺言による廃除の場合には、遺言の効力が発生
した後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判請
求の申立てをする。
③審判が確定すると、被廃除者の戸籍の身分事項
に廃除の記載がされる。

代襲相続 認められる。 認められる。

遺留分 認められない。 認められない。

遺言に
よる相続

被相続人が遺言により財産を遺贈することにな
っている場合でも、欠格者に該当した場合は遺
贈財産を取得できない。

被相続人が遺言により財産を遺贈することになっ
ている場合、廃除者は遺贈財産を取得できる。
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66 農地関連

　基本として相続税の納税猶予の特例があり、農地の次世代への早期移転を促進するため贈
与税の納税猶予の特例があります。相続発生により、贈与税の納税猶予が解消（免除）され
相続税の納税猶予が開始するイメージです。

　贈与者または受贈者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税は免除されます。
　免除を受ける前に以下のいずれかに該当した場合には、猶予されていた贈与税の全部また
は一部を、利子税とともに納付しなければなりません。
・受贈者が営農経営を廃止した場合
・農地等の譲渡、転用、並びに使用貸借権や賃借権等の権利を設定した場合
・３年ごとの継続届出書を提出しなかった場合等

●贈与税の納税猶予

●相続税の納税猶予
　最大のポイントは、未分割では適用できない点です。この特例の場合には、たとえ申告期
限から３年以内に遺産分割が成立しても、更正の請求での適用はできません。よって必ず申
告期限内に、遺産分割を成立させることが重要です。

農地の納税猶予

贈与者 贈与の日まで引き続き３年以上農業を営んでいること
受贈者 一定の要件を満たす、贈与者の推定相続人の中の１人であること

贈与の方法 １人の者に一括贈与（複数人への贈与は認められない）
猶予期間 贈与者または受贈者死亡の日まで

適用後の提出書類 ３年ごとに継続届出書を所轄税務署長に提出する

被相続人

次のいずれかに該当する者
・死亡の日まで農業を行っていた
・生前に農地を一括贈与した
・死亡の日まで営農困難時貸付や特定貸付を行っていた

 相続人

次のいずれかに該当する者
・相続税の申告期限までに農業を引き継ぎ、その後も継続する
・農地等を生前一括贈与され、贈与税の納税猶予の特例を適用していた
・相続税の申告期限までに特定貸付を行った
・その他一定の事項

対象となる農地
・相続税の申告期限までに遺産分割されている農地
・贈与税の納税猶予の特例を適用していた農地
・相続があった年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地

猶予期間

・農地を相続した相続人が死亡したときまで
・三大都市圏特定市以外の市街化区域内の農地（生産緑地を除く）については、農地を相

続した相続人が20年間農業を継続したときまで
・農地を相続した相続人が後継者に生前一括贈与したときまで

納税猶予額 農業投資価格を超える部分に対応する相続税額

適用後の提出書類 ３年ごとに継続届出書を所轄税務署長に提出する
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67農地関連

　農地が三大都市圏（首都圏、近畿圏、中部圏）の特定市（区）の市街化区域内にあって生
産緑地地区内又は田園住居地域内でない場合は適用できません。生産緑地地区内であっても、

「買取の申出がされたもの」、「特定生産緑地の指定（及び指定の延長）がされなかったもの」、
「特定生産緑地の指定が解除されたもの」については、適用できません。また、相続時精算課
税により贈与された農地についても適用できません。
　農地を相続した相続人が死亡した場合には、納税猶予されていた相続税は免除されます。
　免除を受ける前に以下のいずれかに該当した場合には、猶予されていた贈与税の全部また
は一部を、利子税とともに納付しなければなりません。
・相続人が営農経営を廃止した場合
・農地等の譲渡、転用、並びに使用貸借権や賃借権等の権利を設定した場合
・３年ごとの継続届出書を提出しなかった場合
・特例農地等（納税猶予を受けた農地等）について買取の申出等があった場合

特定生産緑地制度と農地の納税猶予　　　　　　
　上記の通り、特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地については、農地の相続税・贈与税
の納税猶予の適用対象から外れます。ただし、すでに相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けて
いる農地は、猶予期限が到来するまでは引き続き納税猶予の適用を受けることができます。到来
期限後は納税猶予の適用はできません。
　なお、特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地にかかる固定資産税・都市計画税は、５年
間にわたり徐々に引き上げられ最終的に市街化区域内の税額（一般住宅用地と同額）になります。

現
行
方
式（
通
常
価
格
）に
よ
る
相
続
税
額

納税猶予
税額

相続開始日

宅地化農地

生産緑地

20年

20年

20年

終身

×

20年

終身

終身

その他

その他

生産
緑地

上記以外

～ H3.12/31 H4.1/1 ～
　H21.12/14

H21.12/15 ～
　　H30.8/31

H30.9/1 ～

特例農地を農業
投資価格（その
他の財産は相続
税評価額）とし
て計算した場合
の相続税額

平成３年１月１日
現在の三大都市圏
特定市（※）の市街
化区域内農地

市
街
化
区
域
内
農
地

（※） 三大都市圏特定市の範囲についてはP.60参照。
（注） 農業経営の20％以内の廃止等　→　納税猶予一部打切り
　　 農業経営の20％　超　の廃止等　→　納税猶予全部打切り
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68 農地関連

●市民農園
　サラリーマン家庭や都市住民の方々が、レクリエーションや生きがいづくり、生徒・児童
の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のこ
とをいいます。このような農園はヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツでは「クライン
ガルテン（小さな庭）」と呼ばれています。近年、市民農園と呼ばれるほか、「ふれあい農園」
や「農業体験農園」などいろいろな愛称で呼ばれています。現在では、市町村や農協、農業者、
企業等が主体となり市民農園を開設しています。市民農園には日帰り型と滞在型と大まかに
２つのタイプがあり、それぞれのニーズに応じて利用することができます。

　納税猶予との関係
　　相続税の納税猶予を受けている生産緑地は、従来は市民農園を開設すると、原則として相続

税の納税猶予が使えませんでした。しかし平成30年に成立した「都市農地の貸借の円滑化に関
する法律」又は「特定農地の貸付に関する農地法等の特例に関する法律」に基づき、市民農園
を開設しても引き続き相続税の納税猶予を継続することとなりました。

　主たる従事者
　　市民農園を開設した場合には、農業経営は廃止していないものとみなされ、農地所有者（農

業相続人）の死亡は免除事由に該当します。しかし市民農園については、農地所有者がみずか
ら主となり耕作を行うのではなく、借主の方々の手により耕作を行います。ここで疑問になる
のが、生産緑地法上農地の所有者が死亡した場合「主たる従事者の死亡として買取り申出が認
められるか」という点です。この点に関しては、生産緑地法第10条第２項及び同施行規則第3
条（平成30年改正）において、主たる従事者に関するカッコ書きの中に「特定農地貸付法に規
定する特定農地貸付けの用に供される生産緑地地区の区域内の農地又は都市農地の貸借の円滑
化に関する法律に規定する認定都市農地もしくは特定都市農地貸付けの用に供される都市農地
にあっては、主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の一割以
上一定の業務に従事している者も（主たる従事者に）含まれる」と規定されています。従事内
容としては例えば以下のものが挙げられます。

　したがって所定の期間、当該農地の見回り等を行うことにより、農地所有者も主たる従事
者として取り扱われることになります。ただし、従事の内容や日数は区市町村に提出する事
業計画や特定都市農地の承認申請書又は農地の貸借契約書に記載する必要があります。　

 ・借主が適切に営農しているかどうかの確認
 ・当該農地，畦畔，水路等の見回り，除草，清掃活動
 ・水路等の共用施設の管理
 ・周辺住民からの相談等への対応
 ・地域の実行組合，水利組合など生産者組織への参加
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●どれくらい財産があると相続税がかかるのか 
　相続税は全ての人に課税されるわけではありません。おおむねどれくらい財産があると
相続税がかかるのかは、次の３つの項目を考慮して概算計算をします。
・遺産に係る基礎控除　・配偶者の税額軽減　・小規模宅地の減額特例

　上記算式の通り、法定相続人の数が多ければ多いほど、遺産に係る基礎控除額は大きく
なります。この基礎控除額が課税の分岐点であり、課税価格の合計額が基礎控除額以下で
あれば、相続税はかかりません。申告する必要もありませんが、配偶者の税額軽減、小規
模宅地等の減額特例（P.103）、農地の納税猶予（P.66）を適用する場合には、必ず申告が
必要です。

相続税の計算

相続税の計算方法

遺産に係る基礎控除額　＝　600万円×法定相続人の数　＋　3,000万円

・戸籍謄本（相続開始日から10日を経過した日以後に作成されたもの）
・遺言書の写しや遺産分割協議書（各相続人の印鑑証明書の添付が必要）等、配偶者が実際

に取得した財産が分かる書類

遺産に係る基礎控除

　配偶者の税額軽減
　この規定は長年被相続人の財産形成やその維持に貢献してきた配偶者への配慮等の理由に
より設けられた、相続税の軽減措置です。配偶者は、課税価格（小規模宅地等の減額特例適用後、
債務・葬式費用控除後）で、次のいずれか多い方の金額までは相続税がかかりません。

　この特例の適用を受けるためには、たとえ相続税額が０円でも以下の資料を添付して相続
税の申告が必要となります。

　未分割の場合にはこの特例は適用できません。ただし「分割見込書」を申告期限までに提出
した上で、申告期限から３年以内に分割されれば、分割が決まった日から４ヶ月以内の更正の
請求により、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
　また、この特例の対象となる財産には、隠ぺい仮装財産は含まれません。

１億６千万円 配偶者の
税額軽減

課税価格の合計額 配偶者の法定相続分

多い方

× }
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72 相続税の計算

●相続税額の計算方法    
　相続税の計算は５つの STEP に分けて行います。

　STEP1⇒　課税価格の計算

　STEP2⇒　課税遺産総額の計算

課税価格 ＝ 相続財産 ＋ みなし
相続財産 － 非課税

財産 ＋　
生前

贈与財産
（精算課税）

－ 債務
葬式費用 ＋

生前
贈与財産

（暦年課税）

相続財産 預貯金、有価証券、土地（小規模宅地等の減額特例適用後の金額）や家屋等、
相続等により取得した一切の財産

みなし相続財産 被相続人が掛金を支払っていた死亡共済金や死亡退職金等

非課税財産
・相続人が取得した死亡共済金や死亡退職金のうちそれぞれ500万円×法

定相続人の数の金額
・墓地、仏壇、国等への寄付等

債務・葬式費用 借入金や葬式費用等（P.89参照）

生前贈与財産

①相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産（相続時精算課税に係る贈
与は基礎控除後の金額）（P.32参照）

②相続財産を取得した者が相続開始前７年以内に暦年贈与で受けた財産
（贈与税の基礎控除額以下のものを含む）（P.29参照）

※600万円×法定相続人の数＋3,000万円

課税遺産総額  ＝ 課税価格 － 遺産に係る
 基礎控除額※
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73相続税の計算

●相続税の計算例 

　STEP3⇒　相続税総額の計算

　STEP4⇒　各人の算出相続税額の計算

　STEP5⇒　各人の納付税額

課税遺産総額 × 法定相続分 × 税率 － 控除額  ＝ 各人の仮の
相続税額

➡
相続税の総額

各人の算出相続税額 ＝ 相続税の総額 ×
各人の課税価格

各人の課税価格の合計

各人の納付税額 ＝ 各人の算出相続税額 ＋ 相続税の２割加算 － 税額控除

税額控除等

被相続人

子 A 子 B

配偶者

配偶者 20,000 万円
子 A 12,000 万円
子 B 8,000 万円
 40,000 万円

〈各人の取得財産〉※小規模宅地等の減額特例の適用後および債務・
　葬式費用控除後

　STEP1⇒　課税価格の計算　　　　　　　　
　　　　　　20,000万円　＋  12,000万円　＋　8,000万円　＝　40,000万円
　　　　　　
　STEP2⇒　課税遺産総額の計算　　　　　　
　　　　　　40,000万円　－　（600万円×3人＋3,000万円）＝　35,200万円

相続税額速算表 合計額
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74 相続税の計算

　STEP3⇒　相続税総額の計算　　　　　　　

　STEP4⇒　各人の負担する相続税額の計算　　　

　STEP5⇒　各人の納付税額　　　

課税遺産総額 法定相続分 税率 控除額 相続税総額

配偶者

35,200 万円

× 1/2 × 40% － 1,700 万円 ＝ 5,340 万円

子Ａ × 1/4 × 30% －    700 万円 ＝ 1,940 万円

子Ｂ × 1/4 × 30% －    700 万円 ＝ 1,940 万円

合計 9,220 万円

相続税の総額 課税価格 / 課税価格の合計（按分比率） 負担税額

配偶者

9,220 万円

× 20,000 万円 /40,000 万円（0.50） ＝ 4,610 万円

子Ａ × 12,000 万円 /40,000 万円（0.30） ＝ 2,766 万円

子Ｂ ×   8,000 万円 /40,000 万円（0.20） ＝ 1,844 万円

※按分比率は、各人について求めた比率の合計が１になるよう、各人の値を小数
点以下第２位にとどめて計算しても差し支えない

※百円未満切捨

負担税額 税額控除 納付税額

配偶者 4,610 万円 － 4,610 万円（配偶者の税額軽減） ＝ 0 円 

子Ａ 2,766 万円 － なし ＝ 2,766 万円

子Ｂ 1,844 万円 － なし ＝ 1,844 万円

※配偶者の税額軽減は以下のように計算します
　①　40,000万円×1/2＝20,000万円（＞16,000万円）∴20,000万円
　②　20,000万円（配偶者の課税価格）
　③　①と②の少ない方　∴20,000万円

税額軽減額　＝　9,220万円　×　　　　　　　　　＝　4,610万円
20,000万円
40,000万円
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75相続税の計算

●相続税の各種税額控除等について
　相続税の税額控除等は次の順序により行われます。

１ ２割加算 一親等の血族・配偶者以外の者や、被相続人と養子縁組をしている孫（代襲相続人
である者を除く）は、相続税額が２割加算されます。

２ 暦年課税の
贈与税額控除

相続、遺贈により財産を取得した者が、その被相続人から、その相続開始前７年以
内（P.29参照）に贈与を受けた財産に対し、課税された贈与税がある場合には、そ
の者の相続税額からその贈与税額を控除します。

３ 配偶者の
税額軽減

配偶者が取得した財産の額が法定相続分以下、もしくは１億6,000万円以下であれ
ば相続税がかからない特例です。

〈計算式〉          　　　

①各人の課税価格の合計額×配偶者の法定相続分
　（この金額が１億6,000万円未満の場合には１億6,000万円）
②配偶者の課税価格

４ 未成年者控除
〈計算式〉
10万円×（18歳－未成年者の年齢（１年未満の端数切捨））
※法定相続人に適用

５ 障害者控除
〈計算式〉
10万円（特別障害者の場合には20万円）×（85歳－障害者の年齢（１年未満の端数切捨））
※法定相続人に適用

６ 相次相続控除

短期間のうちに相次いで相続が続くと、納税者にとって負担になるため、相続税額
から一定額を差し引くことができます。10年以内に２回相続があった場合、１回目
の相続に係る相続税額の一部を２回目の相続に係る相続税額から控除できます。

〈計算式〉
        　　Ｃ　　　　　 Ｄ           10－Ｅ
Ａ ×

Ｂ－Ａ
  ×

C
×

10

※求めた割合が100/100を超えるときは100/100とする

Ａ ･･･ 前の相続において被相続人が課された相続税額
Ｂ ･･･ 前の相続により被相続人が取得した財産の価額
Ｃ ･･･ 後の相続により全ての相続人・受遺者が取得した財産の価額の合計額
Ｄ ･･･ 後の相続により相次相続控除対象者が取得した財産の価額
Ｅ ･･･ 前の相続から後の相続までの年数（１年未満の端数切捨）

７ 外国税額控除

相続、遺贈により外国にある財産を取得し、外国の法令に基づき相続税に相当する
税が課税されている場合、相続税額から一定額を控除できます。外国税額控除は以
下のいずれか少ない金額を限度とします。

①相次相続控除適用          国外財産の価額－国外財産に係る債務
　後の算出相続税額   ×    相続、遺贈により取得した財産の価額

②外国で課せられた税額

８ 相続時精算課税
の贈与税額控除

相続時精算課税の適用を受け、その財産について贈与税が課税されていた場合には、
その者の相続税額から、その贈与税額相当額を控除することができます。控除不足
額は還付を受けることができます（P.32参照）。

①または②のいずれか少ない金額
各人の課税価格の合計額

相続税の総額　 ×

（（ （（※
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76 相続税の計算

●相続税の申告と納税  
　相続または遺贈により財産を取得した者は、申告期限内に、被相続人の住所地の税務署
に相続税の申告および納付をしなければなりません。申告期限までに金銭一括納付をせず、
延納や物納の申請も行っていない場合には、延滞税および無申告加算税等が課されます。

相続税の納税方法－Column－－Column－
コラムコラム

　相続税は金銭一括納付を原則としています。しかし、相続財産のうち現金や貯金などの割合が少
なく、納税資金が足りないケースもあります。その場合以下の三つのような方法があります。

　ただし、現在実務的には延納申請・物納申請とも承認されるのはかなり難しい状況です。特に物納申
請は、ほぼ認められていません。納税プランは、まず、延納および物納を考慮しないで考えましょう。

メリット デメリット

①相続財産の
　売却

一連の相続手続きが簡潔に終了
す る。 取 得 費 加 算 が 利 用 で き る

（P.47）。

10ヶ月の納付期限があり売却のタイミン
グに制限がかかる。土地の場合、境界確
定に時間がかかる。将来にわたる収益機
会を失うことがある。
※申告期限までに売却が完了しない場合
には、JA バンクにおいて納税のためのつ
なぎ融資を検討する。

②延納
期限はあるが時間制約が緩和される

（１回目の納付期限は申告期限の１
年後）。

要件として金銭一括納付が困難な場合に
限られる。
担保の提供および利子税の支払いが必要。
申請書の提出と税務署長の許可が必要。

③物納 納税資金のための現金を捻出する必
要がない。

要件として、金銭一括納付および延納が困
難な場合に限られる等、制約が多い。収
納価額は相続税額計算の基礎となった価
額になる。

申告義務

①課税価格の合計額が「遺産に係る基礎控除」を超える場合
②配偶者の税額軽減を適用する場合
③小規模宅地等の減額特例を適用する場合
④農地の納税猶予を適用する場合

申告納付する人 相続または遺贈により財産を取得した個人

申告書の提出先 被相続人の住所地の所轄税務署

申告期限・納期限 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

必要書類 相続税の申告書、分割協議書の写し、戸籍謄本等

罰　則

期限後申告
または無申告

無申告加算税として相続税の15％～ 20％を加算。別途延滞税あり（自
主的に申告した場合は5％に軽減）

悪質な場合 重加算税として相続税の35％または40％を加算。もっとも悪質な場合
10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金（またはこれを併科）
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●延納と物納
延納

　　延納とは、不動産など金銭以外財産を多く相続したために、金銭による相続税の納付が困難
な場合、担保を提供することにより、年払いでの分割納付を認める制度です。延納を行うには
以下の要件をすべて満たす必要があり、延納の要件の判定は、相続または遺贈により財産を取
得した者ごとに行います。

物納
　　延納によっても金銭納付が困難な場合で、申告期限内に物納申請書を提出する等一定の要件

を満たす場合には物納も認められていますが、現実的に承認されるのはかなり稀なケースです。
物納にあてることができる財産は法律で定められており、優先順位も決まっています。ただし、
相続開始前から被相続人が所有していた特定登録美術品※は、順位に限らず物納にあてること
が可能です。

　※「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に定める登録美術品のうち、その相続開始時においてすでに同法の
登録を受けているもの。

　　延納期間は、相続財産に占める不動産等の割合に応じて最長５年～ 20年認められています。
また、延納を利用する場合には、毎年、相続税と合わせて利子税がかかります。

〈延納の要件〉
　①相続税額10万円超
　②金銭納付が困難なとき、その納付困難な額を限度とする
　③担保を提供すること（延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下は不要）
　④納期限までに延納申請書等を提出すること
　⑤税務署長の許可があること

〈延納期間と利子税率〉

相続財産に占める
不動産等の割合 延納税額の区分 最高延納

期間 利子税率 令和６年
特例割合

75％以上
不動産等に係る延納税額 20年 3.6％ 0.4%

動産等に係る延納税額 10年 5.4％ 0.6%

50％以上75％未満
不動産等に係る延納税額 15年 3.6％ 0.4％

動産等に係る延納税額 10年 5.4％ 0.6%

50％未満 延納税額 ５年 6.0％ 0.7%
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実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
相続税額早見表　－配偶者と子供の場合－
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実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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相続税額早見表　－子供だけの場合－
実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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相続税額早見表　－配偶者と兄弟の場合－
実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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相続税額早見表　－兄弟だけの場合－
実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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相続税額早見表　－配偶者と親の場合－
実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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相続税額早見表　－親だけの場合－
実効税率＝相続税額÷正味の遺産額
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●課税財産と非課税財産
　相続税は基本的に亡くなった人（被相続人）の所有していた財産について課されます。
しかし、墓所や祭具等、財産の性質や社会的配慮から非課税とされているものもあります。
また、借入金や未払税金等の債務、および葬式費用は相続財産から控除できます。
　相続税では、次の4つの財産を課税対象としています。
①相続・遺贈・死因贈与により取得した財産
　現金、預貯金、土地、家屋、有価証券等
　遺　　贈 ･･･ 遺言により取得した財産
　死因贈与 ･･･ 贈与者の死亡時に財産を贈与するという生前の贈与契約により取得した財産
②みなし相続財産

  　民法上の相続財産ではないが、上記①と同様の利益を得るなどの理由から、相続財産とみ
なされる死亡共済金（保険金）、死亡退職金等
③相続開始前７年以内に取得した贈与財産
　以前は加算期間は３年でしたが、改正により、令和６年１月１日以後の暦年課税贈与から、
7年間さかのぼって相続財産に加算されます。加算期間は令和９年から段階的に伸び、令和
13年に発生した相続から、７年間フル加算となります（P.29参照）。
④相続時精算課税制度適用の贈与財産
　被相続人からの贈与につき相続時精算課税制度を利用して贈与税の申告をしていた場合、
その贈与財産の価額は、基礎控除の金額を除き全て相続財産に加算されます（P.32参照）。

●相続税のかかる財産

財産評価

相続・遺贈・死因贈与に
より取得した財産

現金、預貯金、土地、家屋、有価証券等のほか、名義貯金、タンス貯金、貸付金、特許
権、著作権、金の延べ棒等、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて

死亡共済金（保険金） 被相続人が掛金（保険料）を負担していたもの
（500万円×法定相続人の数の非課税枠あり）

死亡退職金 被相続人にかかる死亡退職金
（500万円×法定相続人の数の非課税枠あり）

生命共済（保険）契約に
関する権利

被共済者が被相続人以外の場合等、相続開始の時においてまだ共済事故が発生していな
い生命共済（保険）契約で、被相続人が掛金（保険料）を負担しているもの

定期金に関する権利 保証期間付きの年金や確定年金の残期間の年金受給権

信託に関する権利 信託受益権

債務免除益 遺言による債務免除益

相続時精算課税制度の
適用財産 P.32参照

相続開始前７年以内に
取得した贈与財産 P.29参照
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●相続税のかからない財産

●相続財産から控除できる債務・葬式費用

墓所・祭具等

墓地、墓石、仏壇等
ただし、金の仏像等、投資目的であるものを除く
このほか、葬儀の際に受け取った香典、花輪代等も原則として、贈与税の非課税財産と
なる

心身障害者扶養共済制度 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

死亡退職金以外に勤務先
から取得した弔慰金等

以下の金額まで非課税
①業務上の死亡（給料の３年分）
②その他の死亡（給料の６ヶ月分）

死亡共済金（保険金） 相続人の取得した金額のうち500万円×法定相続人の数

死亡退職金 相続人の取得した金額のうち500万円×法定相続人の数

国等に寄付した財産 相続、遺贈により取得した財産のうち、申告期限までに国や地方公共団体等に寄付した
財産

債務控除の範囲

控除できる

JA や銀行からの借入金（非課税財産に対するものは除く）

未払いの税金（所得税、住民税、事業税、固定資産税等）

未払いの医療費、公共料金等未払いとなっている費用

預かり敷金、預かり保証金

控除できない

墓地、仏壇購入のためのローン等非課税財産に対する債務

相続財産の名義変更費用

相続税申告に係る税理士報酬、弁護士報酬等

葬式費用の範囲

控除できる

火葬、埋葬、納骨のための費用

通夜、告別式の費用、飲食料

寺、神社、教会へ支払うお布施、戒名料、読経料等

葬儀を手伝ってもらった人等への心付け（社会通念上相当な金額）

通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼の品代

遺体の捜索、又は遺体、遺骨の運搬に要した費用

控除できない

香典返し

相続後に買入れた墓地、墓石等の費用

初七日、四十九日等の法会費用

解剖費用

　必ず、領収書やレシートを保管しておきましょう。それらがないものは必ずメモを残し
ておきましょう。
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90 相続税の計算

●預貯金の評価

●上場株式の評価

●証券投資信託の評価

相続を放棄した者の債務控除－Column－－Column－
コラムコラム

　相続を放棄した者には、財産を取得することも債務を負担する義務もないため、債務控除の適用は
ないこととされています。しかし、相続を放棄した者であっても、遺贈により財産を取得したり、死
亡共済金（保険金）を受け取ることがあります。このような者が現実に被相続人の葬式費用を負担した
場合には、その負担額は債務控除が認められます。

普通貯金、普通預金、通常貯金等 相続開始日の預入残高
※利子が少額と定められているものに限る

定期貯金、定期預金、定額貯金 相続開始日の預入残高＋（既経過利子－源泉所得税相当額）

上場株式

次の①～④のうち最も低い価額で評価する
①相続開始日の終値
②相続開始日の属する月の毎日の終値の平均額
③相続開始日の属する月の前月の毎日の終値の平均額
④相続開始日の属する月の前々月の毎日の終値の平均額

外国の上場株式 上記、上場株式に準じて評価する

（注 1）複数の金融商品取引所に上場されている株式は、納税者が選択した金融商品取引所の公表価格により
ます。

（注 2）相続開始日に取引がない場合、①の価格は相続開始日前後の直近の日の終値（２つある場合には平均
値）によります。

（注 3）外貨建て資産を評価する場合には、国内財産に準じた方法で評価し、それを課税時期の電信買相場
（TTB）で円換算します。

　　　 課税時期に相場がない場合には、課税時期より前で最も近い日の TTB で換算します。

（注）上場投資信託（ETF）の評価は、上場株式の評価方法と同様。

  一口当たりの                                              　   信託財産留保額
  　基準価格　　×　口数　－　源泉徴収税額　－　および解約手数料
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●生命共済（保険）契約に関する権利
　相続開始時において、まだ共済事故が発生していない生命共済契約（掛け捨てを除く）で、
その掛金を被相続人が負担していたものがある場合には「生命共済（保険）契約に関する
権利」として相続税の課税対象となり解約返戻金相当額で評価します。

甲に相続が発生した場合
掛金（保険料）負担者 契約者 被保険者

本来の相続財産（注） 甲 甲 甲以外

みなし相続財産 甲 甲以外 甲以外

（注）本来の相続財産の場合には、分割協議の対象。

●年金受給権の評価
〈給付事由が発生しているもの〉
１．有期定期金（確定年金）の場合
　次の①～③のいずれか多い金額
　①解約返戻金の金額
　②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の金額
　③１年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率

２．終身定期金の場合
  次の①～③のいずれか多い金額
  ①解約返戻金の金額
  ②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金の金額
  ③１年間に受けるべき金額×平均余命に応ずる予定利率の複利年金現価率

３．保証期間付終身年金の場合
　有期定期金として算出した金額と、終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額

〈給付事由が発生していないもの〉
　原則として、解約返戻金相当額

●ゴルフ会員権の評価
取引相場のあるもの 取引相場のないもの

株式会員制会員権
取引価格  × 70％

取引相場のない株式として評価

預託金制会員権 預託金の額

一身専属会員権 評価ゼロ



法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

相
続
の
前
と
後

農
地
関
連

法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

相
続
の
前
と
後

農
地
関
連

相
続
税
の
計
算

相
続
税
の
計
算

92 相続税の計算

●自動車、家財等の評価

●家屋の評価

評価方法

自動車、貴金属、衣類、
書画こっとうなどで
５万円以上のもの

売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価
※インターネットの価格情報や業者の査定価格で評価します。

５万円以下のもの 「家財一式○○円」として一括評価

利用状況 評価額

自宅
未利用家屋 自用家屋

戸建て 固定資産税評価額

マンション
（P.100 参照） 固定資産税評価額　×　区分所有補正率　

戸建貸家
賃貸アパート

賃貸マンション
貸家                               　　　　　　　  ※ 1      　　   ※ 2

上記自用家屋の評価額　×　（1 －借家権割合×賃貸割合）

※ 1　現在は全国一律 30％と定められています。
※ 2　賃貸割合：各独立部分の床面積の合計のうち相続発生時に賃貸されている部分の床面積の占める割合。

ただし、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる」
部分は賃貸されていたとみなされます（戸建ては除きます）。

	 なお、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる」
かどうかは、その部分が、 ①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか、 ②賃借人
の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか、 ③空室の期間、他の用途に供されていないか
どうか、 ④空室の期間が課税時期の前後の例えば１ヶ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか、 
⑤課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうかなどの事実関係から総合的に判断します。
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●土地の評価
評価単位

　　①地目ごとに分けます（宅地、田、畑、山林、原野、雑種地等）。
　　②宅地は、１筆ごとではなく、利用単位ごとに評価します。したがって、複数の筆で１利用

単位のこともあれば、１筆が複数の利用単位に分かれることもあります。
　　③利用状況（自用家屋、貸家など）を確認します。

〈具体例〉

１筆

事業用

庭

２筆が一体で１つの建物の敷地に供されているため、１利用単位として評価

居住用、事業用ともに被相続人が自己利用している場合は１利用単位として
評価

自宅として一体利用しているため、１利用単位として評価

使用貸借（タダ貸し）の場合は、全体を１利用単位として評価

１筆上に自用家屋と貸家（または貸地）がある場合には２利用単位として評価

１筆上に複数の貸家がある場合には、貸家の敷地ごとに１利用単位として評価

アパートおよび隣接する専用駐車場の場合は、１利用単位として評価
専用駐車場でない場合は２利用単位として評価

自用

１筆 １筆

親族に
使用貸借 自用

１筆 １筆

貸アパート

１筆 １筆

アパート駐車場

自用
貸家
貸地

貸家 貸家

自己の所有している部分のみを１利用単位として評価
１筆
本人

１筆
他人

自己居住用

自己居住用

自己居住用

１筆１筆

１筆

１筆

畑 宅地と畑（家庭菜園程度の小規模の場合を除く）は、２利用単位として評価
自己居住用

１筆
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評価方式
　　①路線価方式
　　　路線価とは、道路に付された１㎡あたりの単価であり、その道路に面している土地は付

された路線価相当の価値があるとするものです。路線価は毎年７月１日国税庁のウェブサ
イトで公表されます。「路線価図」から各地の路線価を探します。

　　②倍率方式
　　　固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。倍率は、国税庁のウェブサイトに

て確認できます。「評価倍率図」から各地の倍率を探します。

路線価図の見方

評価倍率表の見方
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土地の評価方法の概要

（注）居住用の区分所有財産は原則として（土地・建物の評価額）×区分所有補正率で評価します。
（※１） 借地権割合：地域によって30％～ 90％（定期借地の場合は原則として５％～ 20％）の範囲で定められています。
（※２） 借家権割合：全国すべての地域で30％となっています。
（※３） 賃貸割合：各独立部分の床面積の合計のうち相続発生時に賃貸されている部分の床面積の占める割合。ただし、

「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる」部分は賃貸さ
れていたとみなされます（戸建ては除きます）。

 なお、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる」かどう
かは、その部分が、 ①各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか、 ②賃借人の退去後速や
かに新たな賃借人の募集が行われたかどうか、 ③空室の期間、他の用途に供されていないかどうか、 ④空室の期
間が課税時期の前後の例えば１ヶ月程度であるなど一時的な期間であったかどうか、 ⑤課税時期後の賃貸が一時
的なものではないかどうかなどの事実関係から総合的に判断します。



法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

相
続
の
前
と
後

農
地
関
連

法
人
の
設
立
に
つ
い
て
考
え
る

は
じ
め
に

相
続
の
流
れ

相
続
の
前
と
後

農
地
関
連

相
続
税
の
計
算

相
続
税
の
計
算

96 相続税の計算

●具体的な土地評価
例

この土地を評価してみましょう

路線価 210,000 円

24ｍ

路線価 200,000 円

（注）  ・利用区分 自用地
・地区区分 普通住宅地区
・奥行価格補正率 

奥行距離 補正率

20ｍ以上 24ｍ未満 1.00

24ｍ以上 28ｍ未満 0.97

28ｍ以上 32ｍ未満 0.95

・二方路線影響加算率 0.02
・その他の補正率については考慮しない

18ｍ

432㎡

・路線価を千円単位で表示
　この場合、1㎡当たり
　210,000円
・Ｄは借地権割合を表示
　この場合、60％
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①210,000円　　×　　　　0.97　　　　＝　203,700円
  （正面路線価）　　　　（奥行価格補正率）

②200,000円　　×　　　　0.97　　×　　　　0.02　　　　＝　3,880円
  （裏面路線価）　　　　（奥行価格補正率）（二方路線影響加算率）

③①　＋　② ＝ 207,580円
                       （１㎡あたりの評価額）

④207,580円　×　432㎡　＝　89,674,560円
   　　　              （地積）

【路線価方式における路線価の補正】
　土地にはそれぞれ個別事情があることから、路線価を修正する様々な補正が設けられて
います。

・奥行価格補正率　　　　　・不整形地補正率　　　　・側方路線影響加算率
・地積規模の大きな宅地　　・二方路線影響加算率　　・無道路地
・間口狭小補正率　　　　　・がけ地補正率　　　　　・奥行長大補正率      ・その他
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奥行価格補正率表 側方路線影響加算率表

間口狭小補正率表

奥行長大補正率表

がけ地補正率表

二方路線影響加算率表
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●地積規模の大きな宅地

　〈路線価地域所在の場合〉

要　　　　件

地　積 三大都市圏は500㎡以上、三大都市圏以外は1,000㎡以上であること

地区区分 路線価地域に所在する場合、普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区であること

指定容積率 400％未満（東京23区内は300％未満）であること

地　域

以下のいずれにも該当しないこと
・開発行為ができない市街化調整区域
・用途地域が工業専用地域
・大規模工場用地（一団の工場用地の地積が5万㎡以上のもの）

 評価額　＝　路線価　×　各種補正率　×　規模格差補正率※　×　地積

※規模格差補正率は、次の算式により計算する（小数点以下第２位未満切捨）。

規模格差補正率　＝
　　      Ⓐ　×　Ⓑ　＋　ⓒ    　　　

×  0.8
　　　　　　　　　　地積規模の大きな宅地の地積（Ⓐ） 

Ⓑとⓒの値は次の通りです。
　①三大都市圏に所在する宅地

　②三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地　　積
普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区

Ⓑ ⓒ

   500㎡以上 1,000㎡未満 0.95 25

1,000㎡以上 3,000㎡未満 0.90 75

3,000㎡以上 5,000㎡未満 0.85 225

　  5,000㎡以上 0.80 475

地　　積
普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区

Ⓑ ⓒ

1,000㎡以上 3,000㎡未満 0.90 100

3,000㎡以上 5,000㎡未満 0.85 250

　  5,000㎡以上 0.80 500

〈規模格差補正率の計算例〉

（ ）・三大都市圏所在
・地積600㎡

600×0.95＋25
600 × 0.8 ＝ 0.79    ➡

（小数点以下第２位未満切捨）
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●倍率地域所在の場合
　次の①と②のいずれか低い価額により評価します。
①その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額

　②その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の１㎡あたり
の価額に、補正率の他、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じ
て計算した価額

●居住用マンションの評価
　新たにマンションの評価方法が令和６年１月１日から新設されました。新たな評価方法
は、原則としてマンションの時価の６割程度を評価額とすることを目指しています。

〈マンションの旧評価方法〉

〈マンションの新評価方法〉

　評価乖離率は、マンションの築年数や総階数、自分が持っている部屋の所在階など考慮して
求めます。ほとんどの場合、その評価乖離率に「0.6」を乗じて区分所有補正率を算出します。
旧評価額に、この区分所有補正率を乗じて、新たな評価額が計算されます。様々なパターンで
試算したところ、区分所有補正率は1.4～ 2.0くらいになることが多いようです。すなわち、今
までの評価額の1.4倍～２倍になるということです。この新たな評価方法による計算はかなり
複雑なため、納税者が簡易に計算できるツールが国税庁のウェブサイトに準備されています。

　　土地全体の評価額　×　持分　＋　建物の自己の評価額

新評価額 ＝

　　　　 ＝ 旧評価額×評価乖離率　×　0.6

　　　　 ＝ 旧評価額×区分所有補正率

時価
⬇

×　0.6
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●配偶者居住権の評価
　配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人の所有していた建物に居住していた配偶者が、
その建物の所有権が他の相続人等に渡った場合でも、終身または一定期間、無償でその建
物に住むことができる権利です。
　配偶者居住権は、①遺産分割協議、②遺贈（死因贈与を含む）、③家庭裁判所の審判のい
ずれかにより取得することができます。

　配偶者居住権のイメージ

　被相続人から相続する建物及び土地を、居住権と所有権に分けて考えます。具体的には、
配偶者が配偶者居住権と配偶者敷地利用権（以下「配偶者居住権等」という）を取得し、配
偶者以外の相続人等は、配偶者居住権等の負担の付いた建物所有権と土地所有権を取得しま
す。この結果、配偶者は自宅以外に、預貯金の取得財産を増加させることができます。

配偶者以外の
相続人等が取得

配偶者居住権

配偶者敷地利用権

土地所有権

建物所有権

築年数が経っていれば評価額の
ほとんどが配偶者居住権となる
が、そもそも古い建物の評価は
あまり大きくない

平均余命年数が小さければ配偶
者敷地利用権は小さい（たとえ
ば配偶者が80歳であれば、約
30％が配偶者敷地利用権で、残
りの70％が土地所有権となる）

配偶者が取得

例 相続人が妻と子１人、遺産が自宅3,000万円（配偶者居住権等の価額は900万円）と預貯金3,000万円だった場合

改正前
遺産 ＋ ＋

自宅 預貯金
3,000万円

自宅
3,000万円
＋
預貯金
0円

預貯金
3,000万円

住む場所はあるけど
生活費が不足しそう

妻 子

3,000万円

改正後

配偶者居住権
900万円

負担付き所有権
2,100万円

遺産

自宅 預貯金
3,000万円

1
2法定相続分　

（3,000万円）
1
2法定相続分　

（3,000万円）

自宅
配偶者居住権
900万円＋
預貯金
2,100万円

住む場所もあって
生活費もあるので安心

自宅
負担付き所有権
2,100万円＋
預貯金
900万円

妻
1
2法定相続分　

（3,000万円）

子
1
2法定相続分　

（3,000万円）

配偶者が自宅を取得する場合には、
受け取ることのできる他の財産の額が
少なくなってしまう（この例ではゼロ円）

配偶者は自宅での居住を継続しながら、
受け取ることのできる他の財産の額が増加する
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102 相続税の計算

　配偶者居住権は、公示することで第三者に対抗できるため、居住建物の所有者に対し配偶
者居住権の設定登記が義務づけられています。配偶者居住権を登記していれば、所有権の移
転があった場合でも、譲受人に対して居住権を対抗することができ、新たな所有者から退去
を迫られることもありません。また、居住建物の所有者の承認があれば、居住建物の増改築
や居住建物を第三者に賃貸することが可能です。
　なお、配偶者居住権の設定登記にかかる登録免許税は、居住建物の固定資産税評価額×0.2％
です。

不動産の様々な価格－Column－－Column－
コラムコラム

　不動産には、公示価格、基準地価格、路線価格、固定資産税評価額、鑑定評価額、実勢価格などがあ
ります。そのうち次の４つの価格が公的な価格として公表されています。

例えば固定資産税評価額の資料だけが手元にある場合、固定資産税評価額 × 8/7を相続税評価額とし
て相続税の試算をすることがあります（あくまで概算ですが…）。

公示価格 基準地価
（都道府県地価調査） 路線価格 固定資産税評価額

目的
一般の土地取引の指
標。公共用地の取得
価格の算定基準。

公示価格と同様に、土
地取引価格の適正判断
基準となる。

相 続 税、 贈 与
税の課税基準
となる。

固定資産税、都市
計画税の課税基準
となる。

調査時点 毎年１月１日 毎年７月１日 毎年１月１日 １月１日（３年毎）  

公表期日 ３月下旬 ９月下旬 ７月上旬 ４月上旬頃

所轄する
機関 国土交通省 都道府県 国税庁 総務省

価格決定
権者 土地鑑定委員会 都道府県知事 国税局長 各市区町村長

根拠法 地価公示法 国土利用計画法 相続税法 地方税法

評価基準
各地の不動産鑑定士
の鑑定に基づき価格
算定

鑑定に基づき価格算定
公示価格の８
割程度を目途
に算定

評価替えの年の公
示価格の7割程度を
目途に算定
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103相続税の計算

※１　宅地等の中には借地権も含みます
※２　「生計を一にする」とは、同居の有無にかかわらず、お財布が同一であるかどうかで判断します。よって、下宿

中の子など同居していない者も「生計を一にする」に該当します。

●小規模宅地等の減額特例 
　最低限の居住、事業の継続を守るために、宅地等の減額特例制度です。適用するには必ず
相続税の申告が必要です。

特例の対象となる宅地等～「誰が」使っていた宅地？

事業・居住・貸付の意義～「どのように」使っていた？

減額割合と限度面積

被相続人が所有し、被相続人自身の「事業・
居住・貸付」に使われていた宅地等※1 または

被相続人が所有し、被相続人と「生計を一に
する※2」親族の「事業・居住・貸付」に使わ
れていた宅地等

名　　称 内　　容 例

事業 特定事業用宅地等 個人事業主の事業の用に使っていた
（不動産貸付業を除く）

農機具置き場の敷地、八百屋、飲食店、
クリニック等の個人事業の敷地等

居住 特定居住用宅地等 自宅として使っていた
（別荘は不可）

貸付
貸付事業用宅地等 賃貸物件の敷地として使っていた 貸家、アパート、マンション、駐車場等

特定同族会社事業
用宅地等

賃貸物件の敷地として使っていたものの
うち、同族会社に賃貸していたもの

同族会社に賃貸していた建物の敷地で
一定のもの

名　　称 減額割合 限度面積

事業 特定事業用宅地等 80％ 400㎡

居住 特定居住用宅地等 80％ 330㎡

貸付
貸付事業用宅地等 50％ 200㎡

特定同族会社事業用宅地等 80％ 400㎡

　なお、複数の区分を一緒に使う場合には、以下の算式により計算します。

　（a）貸付事業用宅地等を選択する場合

　（ｂ）貸付事業用宅地等を選択しない場合

特定事業用面積 × 　　　  ＋ 特定居住用面積 × 　　　  ＋ 貸付事業用面積    ≦　200㎡
200

400 

200

330

特定事業用面積
（400㎡以内） ＋　 特定居住用面積

（330㎡以内）

                                      
                                      
    ≦　730㎡
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NoYes

Yes No

特例対象宅地等
適用要件

NoYes

Yes No

貸付事業用宅地等の判定
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いろいろな質疑を並べてみました。それぞれ適用される面積はP.103の通り一定の制限があります。

特例の適用に関する想定 Q ＆ A
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●賃貸住宅所有者の税金の負担問題
　個人で不動産賃貸経営を行っていると、だんだんと税金の負担が増えていきます。借入金に
より賃貸住宅を建築する場合、不動産所得が増える理由は以下の２点です。
・減価償却費の減少
・支払利息の減少

　賃貸不動産の建物や建物附属設備などは、一般的には時の経過によってその価値が減ってい
きます。このような資産を「減価償却資産」といいます。減価償却資産の取得に要した金額は、
その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費となります。キャッシュフロー上
の支出とは異なり、過去に支出したものを数年から数十年に分けて各年の経費として計上して
いきます。これが大きければ大きいほど、実際のキャッシュフローはよくなります。しかし、
耐用年数が終われば基本的に減価償却費はなくなります。実際には15年を経過すると急に減価
償却費が少なくなり、結果的に所得が上がり税金が増えるケースが多くなっています。
　支払利息も年々減っていきます。それに伴って所得は上がり、税負担も増えることになり
ます。

●法人化を考える
　法人を活用した賃貸経営を実践することにより、所得を分散して、個人事業よりも課税
させる所得が少なくできる可能性があります。

法人の設立について考える

不動産オーナーの所得

法人を設立し所得を分散

【超過累進税率のため税金の負担が高い】
対策前

対策後 減少した不動産オーナーの所得 法人に移転させた所得

親族に役員報酬を支給

会社設立のイメージ
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110 法人の設立について考える

　法人設立の留意点
　　法人設立には節税のメリットがある一方で、以下のようなデメリットがあります。
　１．会社設立時に手間と費用（登録免許税、定款認証費用、司法書士報酬等）がかかる。
　２．建物を設立した法人の名義に変更する際に、費用（登録免許税、不動産取得税、司法書士

報酬等）がかかる。
　３．建物を設立した法人の名義に変更するための譲渡は消費税の課税売上に該当する。
　４．建物の敷地が小規模宅地等の減額特例の対象とならない場合がある。
　５．帳簿類の整理が個人事業に比べて手間がかかり、毎年法人税の申告、納税が必要で税理士

報酬も増加する。
　６．社会保険の事業主負担がかかる。
　７．会社を解散する時に費用がかかる。

●不動産管理会社の形態
　　不動産管理会社の形態には賃貸建物の所有を個人のままにして設立する「管理受託方式」「サ

ブリース方式」と賃貸建物の所有を法人にする「建物所有方式」「土地建物所有方式」の４つ
があります。どの形態をとるか又はいくつかの方式を併用するかなどは十分な事前検討が必
要です。

　管理受託方式　
　　不動産管理会社に不動産の管理業務を委託し、オーナーから管理料を受け取る方式です。具

体的には、設立した不動産管理会社とオーナーとの間で個人所有の建物の管理をその管理会社
に委託する形の契約を締結します。管理会社は入居者の募集や契約手続、建物管理、清掃業務、
集金業務といった業務を行い、集金額の５～ 10％程度を管理料として受け取ります。管理料
のパーセンテージは仕事量により異なります。このタイプの会社の設立はオーナー以外の親族
を役員等にして所得の分散による所得税・住民税の節税を主な目的とするものです。管理料分
の蓄積財産の減少（財産の増加をおさえる）という相続税対策の効果があります。

※設立検討ライン
　　　設立の際は、さまざまな検討事項がありますが、受託方式のみを採用する場合はまず以下

の金額を目安に法人設立の可否を検討してみましょう。

　　設立検討ライン
目安金額 事業的規模に該当する不動産貸付

※最高 55 万円（電子申告要件等
　一定の要件を満たす場合には
　65 万円）

不動産所得が約 2,000 万円以上
  （家賃収入が約 4,000 万円以上） 法人化を検討

不動産所得が約 2,000 万円未満
  （家賃収入が約 4,000 万円未満）

   ・青色申告特別控除
　　（65 万円※控除）
   ・青色事業専従者給与

                                        個人事業の継続？
➡
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111法人の設立について考える

管理受託方式

オーナー
（契約）

（契約）

賃料一手数料

賃料不動産管理会社（管理受託会社）

・賃貸物件及び周辺の清掃、賃貸物件の補修等
・賃料の集金代行、クレーム処理
・オーナー以外の親族に給与を支払う（所得の分散）

賃借人

サブリース方式

転貸条件付き賃貸契約

不動産管理会社（サブリース会社）

・賃料保証
・賃貸物件の清掃・補修等
・オーナー以外の親族に給与を支払う
　（所得の分散）
・オーナー以外の親族が株式を保有する
　（相続対策）

オ
ー
ナ
ー

賃
借
人

賃貸契約

賃料 賃料

　サブリース方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　個人の不動産を自己が設立した不動産管理会社が一括で借り上げ、賃借人に転貸する方法で

す。不動産管理会社（サブリース会社）がリスクを負って入居者の募集や管理を行う仕組みです。
家賃収入の80％程度で借り上げ、家賃収入との差額を法人の所得とします。既に外部のサブリー
ス会社で一括借り上げされているような物件に関しては、一般的に不動産管理会社を設立する
意味はありません。しかし、そのサブリース会社で行っていない業務（例えば日々の清掃、日々
の見廻り等）がある場合には上記管理受託方式の会社を設立することはあります。
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112 法人の設立について考える

※すでに、建物所有方式の不動産管理会社を設立している方で「土地の無償返還届に関する届出書」を提出
していない方は、税理士等の専門家にご相談ください。

　建物所有方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　建物のみを法人が所有し、株主（土地所有者以外の親族）にその法人を所有させる方式です。

家賃収入の100％を法人に移転することができるので、投資効率がよく、収益率が上がります。
土地所有者は税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出し、法人から地代を受領します。
地代の金額の多寡により、建物の敷地について小規模宅地等の減額特例の対象となる場合とな
らない場合があります。

　土地建物所有方式　　　　
　　土地建物を法人が所有し、株主（原則として元の土地建物所有者以外の親族）にその法人を

所有させる方式です。
　　この方式では、土地も法人が所有することになりますが、土地は、先祖から譲り受けたも

の（取得費不明）であることが多く、土地を法人に移転する際の譲渡税の負担が大きくなり
ます。法人の方でも資金繰りに注意を要することから、実行するケースは限定的です。

建物所有方式

不動産管理会社（建物所有会社）

・直接貸付
・賃貸物件の清掃・補修等
・親族に給与を支払う（所得の分散）

土地所有者に地代を支払う

賃
借
人

建物賃貸契約

地代

賃料

親族が株式保有

土地所有者

土地建物所有方式

不動産管理会社（土地建物所有会社）

・直接貸付
・賃貸物件の清掃・補修等
・親族に給与を支払う（所得の分散）

土地

賃
借
人

建物賃貸契約

賃料

親族が株式保有
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113法人の設立について考える

　法人成りと相続税対策
　①不動産賃貸業を営んでいる個人が法人成り（個人で行っている事業を法人で運営すること）

を行い、法入成りした会社が、JA 等の金融機関から借入をして個人の所有している賃貸用
の建物を買い取り、個人は売却した金額で、個人名義の借入金を一括返済します。その結果、
法人はその賃貸収入を法人の収入にすることができます。この方法によると、所得の節税・
分散効果は不動産管理会社（管理受託会社）よりも高くなります。

　②建物の買取価額は、個人の資産だったときの未償却残高（取得価額－減価償却累計額）を目
安にして決定します。未償却残高の計算に際しては、期首の数字を使っても譲渡する月まで
の減価償却を行った数字を使用しても差し支えありません。買取価額を未償却残高にすれば
建物を売却した個人には譲渡税はかかりません。ただし、建物の譲渡は消費税の課税売上に
該当します。

　③この方法をとるときに注意してもらいたいのは、会社が借地権相当額の認定課税を受けない
ようにすることです。これを回避するためには、建物を個人から買い取った際に「土地の無
償返還に関する届出書」を所轄税務署に提出しておくことが必要です。

　　　地代の設定については、固定資産税評価額×2.5～３％とすれば、土地の相続税評価は「自
用地評価額×80％」となり、不動産管理会社の株式評価の際に借地権価額として「自用地評
価額×20％」が計上されます。一方、地代を取らない場合や固定資産税相当額程度の地代し
か取っていない場合には、その土地は自用地評価となり、貸付事業には該当しないため、小
規模宅地等の減額特例の対象にはなりません。

　④一方、個人が法人成りをせず、自己所有の土地に借入金で建物を建てた状態のままの場合に
は、その土地は貸家建付地評価になるため、借地権割合が60％の地域であれば、原則として
土地の評価額が18％（＝１－60％×30％×賃貸割合）減額されます。また、借入金も債務
控除としてその個人の相続財産から減額されるため、短期的な相続税の節税を考えるのであ
れば、無理に法人成りをしないほうがよいでしょう。

　　　ただ、法人成りをすることにより、その個人の不動産に係る所得が、その個人に集中せず
子供や孫などに分散され、結果的にその個人の相続財産の減少につながります。

　　　建物名義を法人とするか個人にするかの有利不利の判断基準（損益分岐点）は、不動産の
収益力により異なりますが一般的におおむね15～ 20年といわれています。長期的な相続対
策として考えることが前提となります。

　法人成りと所得税等の節税　
　①個人の所得税の税率構造は超過累進税率といい、所得が高ければ高いほど税額が多額になる

仕組みになっています。例えば、課税所得金額が195万円以下の部分については５％の税率、
課税所得金額が195万円超330万円以下の部分については10％の税率と低くなっています。
逆に、課税所得金額が900万円超1,800万円以下の部分については33％、1,800万円超4,000
万円以下の部分については40％、4,000万円超の部分は45％の高い税率が課されます（個
人住民税は10％の比例税率です）。一方、法人税は23.2％の比例税率（資本金１億円以下の
中小企業については、所得金額800万円以下の部分は15％）です。したがって、個人所得が
高い場合は法人成りすることにより負担する税額が少なくて済みます。
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114 法人の設立について考える

　②また、個人の場合、事業主である本人に給料を支給することはできませんが、法人成りした
場合には役員報酬として事業者本人に給料が支給できます。支給された役員報酬（給料）は、
その本入の給与収入となりますが、給与収入には「給与所得控除」（上限額195万円）があり
その分、所得金額が圧縮されますので所得税対策としても一定程度役に立ちます。

　　　たとえば、給与収入が350万円であれば給与所得控除は113万円です。個人で賃貸業を行っ
ていれば600万円に対して課税されることになりますが、法人化すれば給与所得控除という
新たな経費を引いた残額の487万円に対して課税されることになります（下図）。このように
所得税・住民税・事業税が圧縮できることになります。

　③また、青色欠損金（個人の場合は純損失）の控除期間が、個人の場合は損失が発生した翌年
から３年間であるのに対し、法人の場合欠損金が生じた年の翌年から10年間と長くなってい
ます。さらに、資本金１億円以下の中小法人については、その事業年度に青色欠損金が生じ、
かつ、前事業年度に所得金額があるときは、前事業年度の法人税額のうち全部または一部の
還付が受けられるという制度も設けられています。これを欠損金の繰り戻し還付といいます。

　④実際の法人成りに際しては、複数ある建物の一部を建物所有方式に変更し、残りは管理受託
方式にしたり、物件ごと（相続人ごと）に法人を複数設立したり、相続人の経営している事
業を不動産管理会社の事業に移したり、いろいろなバリエーションがあります。

法人化の検討

収入
1,000

収入
1,000

経費
400

法人成り 給与所得控除

所得税・法人税の対象
（487万円）

法人成り前
（個人事業者）

法人成り後
（法人と給与所得者）

経費
400

給与
350

600

113

237

250600

所
得
税
の
対
象
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115法人の設立について考える

　相続税額の取得費加算の利用　　
　相続発生時には、法人が相続人から土地を買い取ることで、相続人の納税資金を確保する方
法があります。将来相続が発生した際、法人が銀行から「不動産の取得」という目的で融資を
受け、相続人が被相続人から相続した土地を法人が買い取ります。このようにすれば、相続人
は納税資金を準備することができ、また法人は借入利息を経費に計上することができます。し
かも相続開始後3年10ヵ月以内の売却であれば譲渡所得の計算上相続税額の取得費加算特例を
使うことができます。また売却したといっても、売却先は自分が設立した法人であるため、実
質的には自分が保有しているのと変わりません。

組合員のニーズについて

　組合員のニーズは「組合員の悩み・困りごと」から発生します。
　日常的な訪問活動において、組合員の悩みに耳を傾けること、相談を受けた時の初期
対応がどうか、スムーズに組合員対応ができるかどうかが…組合員満足度を左右します。

　ＪＡグループは、組合員の様々な悩みの相談に乗り、組合員の真の利益を図ることは、
次の世代も視野に入れた長期的な利益を守ること。ＪＡは、目先の利益を追求せず、無
理をさせないで、しっかりと農地を守れる農家経済を考えて、いろいろな相談業務を進
めてください。

　相続を中心にした相談業務は、まず親世代の信頼を得ることが大事です。苦労を知っ
ている親世代の悩み事を取り除いてあげることがとても大切です。何かあったら農協へ
相談に行けと、親から後取りへ言ってもらうことが一番大事です。組合員が安心して家
業に専念できるように、その他の心配事を解決できるようにします。特に相続・事業承
継の問題については、総合事業を活用して、サポートしていきましょう。

　そのためには、法や諸制度を勉強して研究し、組合員の皆さんに十分に利活用しても
らうことが何よりの組合の役目と心得ます。
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ＪＡ全国相続相談・資産支援チーム

全国農業協同組合中央会
全国農業協同組合連合会
全国共済農業協同組合連合会　
農林中央金庫

【問合せ先】
ＪＡ全国相続相談・資産支援チーム
〒100-6837　東京都千代田区大手町1-3-1
JA全中 営農・担い手支援部
電話：03-6665-6221

ＪＡグループ内限り
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